
 
 

厚生労働科学研究費補助金 
 

がん対策推進総合研究事業 

 
働くがん患者の職場復帰支援に関する研究  

― 病院における離職予防プログラム開発評価と企業文化づくりの両面から 

 

平成２８年度 総括・分担研究報告書 

 

 
 
 
 
 
 

研究代表者 高橋 都 

 

 

 

平成２９年（２０１７）３月 

 
 

 



 
 

目  次 
 

I. 総括研究報告書 
 
働くがん患者の職場復帰支援に関する研究  

―病院における離職予防プログラム開発評価と企業文化づくりの両面から 

  高橋 都-----------------------------------------------------------------  1 

 

II. 分担研究報告書 
 

1. がん診断後から離職までの時間に対する要因分析（横断的観察研究） 

  高橋 都、青儀健二郎、宮下光令、荒井保明、堀尾芳嗣、 

船﨑初美、宮内一恵、土屋雅子---------------------------------------------  7 

 

2. がん患者の仕事と治療の両立に関する調査研究 

 西田俊朗、坂本はと恵、坪井正博、山中竹春、立道昌幸、 

  堀之内秀仁--------------------------------------------------------------- 13 

 

3. 「がん就労者のための症状別対応ヒント集」β版への評価コメントと追加事例の収集 

 高橋 都、平岡 晃、古屋佑子、赤羽和久、立石清一郎、 

柴田喜幸----------------------------------------------------------------- 19 

 

4. 「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の普及に向けた 

企業向け研修プログラム立案と教材開発 

 高橋 都、西田豊昭、柴田喜幸、赤羽和久----------------------------------- 23 

 

5. がん治療スタッフ向け「治療と職業生活の両立支援ガイドブック」の開発 

 高橋 都、森 晃爾、錦戸典子、平岡 晃、古屋佑子、 

赤羽和久、立石清一郎----------------------------------------------------- 41 

 

6. 良好事例からみた中小企業における「がん治療と就労の両立支援」のあり方と  

両立支援ツールの開発 

錦戸典子、佐々木美奈子、伊藤美千代、吉川悦子、渡井いずみ、 

須藤ジュン、安部仁美----------------------------------------------------- 47 

 

7. 愛媛県におけるがん患者就労支援のための教育体制構築の試み 

  青儀健二郎、閏木裕美、池辺琴映、清水弥生、 

宮内一恵、谷水正人、柴田喜幸、高橋 都----------------------------------- 71 

 

 

III. 研究成果の刊行に関する一覧表----------------------------------- 73 
 



- 1 - 
 

 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

総括研究報告書 

 

 

働くがん患者の職場復帰支援に関する研究 

―病院における離職予防プログラム開発評価と企業文化づくりの両面から 

 

 

研究代表者 高橋 都 

国立研究開発法人国立がん研究センター  

がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長  

 

 
 
研究分担者 
 森晃爾 産業生態科学研究所産業保健経営学研究室 教授 
 西田俊朗 国立がん研究センター東病院 院長 
 坂本はと恵 国立がん研究センター東病院 がん相談統括専門職 
 坪井正博 国立がん研究センター東病院 呼吸器外科長 
 山中竹春 横浜市立大学大学院 教授 
 錦戸典子 東海大学健康科学部看護学科  教授 
 青儀健二郎 国立病院機構四国がんセンター 臨床研究推進部長 
 立道昌幸 東海大学医学部 教授 
 堀之内秀仁 国立がん研究センター中央病院呼吸器内科 医長 
 宮下光令 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻 教授 
 西田豊昭 中部大学経営情報学部経営学科 准教授 
 
研究協力者 
 土屋雅子 国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部研究員 

研究要旨： 

本研究班は、がんと就労に関して平成22-24年度（H22-がん臨床-一般- 008）、平成25
年度（H25-がん臨床-一般-004）を引き継ぐ位置づけの３年プロジェクトであり、すでに
開発した各種教材や研修カリキュラムの充実とともに、医療機関で実施する離職予防プ
ログラムおよびがん患者に支援的な企業文化の醸成に向けた研修プログラムの開発、さ
らにそれらに資する各種調査を実施することを目的としている。 
平成 28 年度の研究活動として、（１）がん診断後から離職までの時間に対する要因分析
（横断的観察研究）、（２）がん患者の離職実態調査：前向き観察研究、（３）「がん就労者
のための症状別対応のヒント集」β版への評価コメントと追加事例の収集、（４）「事業
場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の普及に向けた企業向け研
修プログラム立案と教材開発、（５）がん治療スタッフ向け「治療と職業生活の両立支援
ガイドブック」の開発、（６）良好事例からみた中小企業における「がん治療と就労の両
立支援」のあり方と両立支援ツールの開発、（７）愛媛県での患者就労支援のための教育
体制構築の試み、（８）一般市民向け情報発信の８プロジェクトを実施した。 
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Ａ．研究目的 

本研究班は、がん患者の就労支援をテーマとする
２つの研究班（平成22-24年度：H22-がん臨床-一般
- 008、平成25年度：H25-がん臨床-一般-004）を引
き継ぐ位置づけの３年プロジェクトである。 

すでに開発した各種教材や研修カリキュラムの充
実とともに、医療機関で実施する離職予防プログラ
ムおよびがん患者に支援的な企業文化の醸成に向
けた研修プログラムの開発、さらにそれらに資する
各種調査を実施することを目的としている。 
平成 28 年度の研究活動として、（１）がん診断後か
ら離職までの時間に対する要因分析（横断的観察研
究）、（２）がん患者の離職に関する前向き観察研究、
（３）「がん就労者のための症状別対応のヒント集」
β版への評価コメントと追加事例の収集、（４）「事
業場における治療と職業生活の両立支援のためのガ
イドライン」の普及に向けた企業向け研修プログラ
ム立案と教材開発、（５）がん治療スタッフ向け「治
療と職業生活の両立支援ガイドブック」作成、（６）
良好事例からみた中小企業における「がん治療と就
労の両立支援のあり方と両立支援ツールの開発、
（７）愛媛県におけるがん患者就労支援のための教
育体制構築の試み、（８）一般市民向け情報発信の 8
プロジェクトを実施した。 
 

Ｂ．研究方法 
 本研究班が実施した上記活動のうち、研究活動
（１）～（７）については各プロジェクトの研究方
法の詳細については、分担研究報告書をご参照いた
だきたい。（８）については、概略を本稿の研究結
果に示す。 
 
＜倫理面への配慮＞ 
 本プロジェクトに関連する研究活動においては、
ヘルシンキ宣言第５次改定および厚生労働省が定め
る「人を対象とした医学系研究に関する倫理指針」
に従った。インフォームドコンセントの取得にあた
っては、研究目的の詳細な説明、結果公表に際して
の匿名性の保持、個人情報の保護、自由意思による
研究への参加等を保証した。 
 

Ｃ．研究結果 
以下に、８つのプロジェクト別の活動概略を示す。 
 
（１）がん診断後から離職までの時間に対する要因
分析（横断的観察研究）（高橋グループ）  
医療スタッフが行う就労支援プログラム開発の
ための基礎資料を得る目的で、H27年度に実施した
がん患者対象横断的観察研究のデータを用いて、が
ん診断後から離職までの時間に対する関連要因分
析を行った。 

単変量解析の結果，がん診断後から離職までの時
間には男女間で有意な差異が認められため，これ
以降の解析を男女別に実施した。男性において，
がん診断後から離職までの時間に有意差が認めた
れた変数は，学歴，診断時年齢，病期，化学療法，
診断時の雇用形態，診断当時の職場での産業保健
スタッフの有無であった。一方，女性では，学歴，
病期，手術，化学療法，診断時の雇用形態，診断
当時の職場での産業保健スタッフの有無であった。
それら有意差の認められた変数を用いて，男女別
に多変量解析を実施した。その結果，男性におい
て，がん診断後から離職までの時間に有意差が認
められた変数は，化学療法，診断時雇用形態であ
った。一方，女性では，手術，化学療法，診断時
の雇用形態，診断当時の職場での産業保健スタッ
フの有無であった。 
 本研究では，がん診断後から離職までの時間に
対する男女共通の関連要因，女性に特化した関連要
因が示された。がん診断後から離職までの時間に関
連する要因は，がん診断後の離職予防を目的とした
臨床現場でのアセスメント項目とし，院内外の資源
につなげることが期待される。 
 
（２）がん患者の離職実態調査：前向き観察研究（西
田（俊）グループ） 
H27 年度に開始した、がん患者対象前向き観察研究
を継続実施した。現時点では、早期の結果のみ判明
しているが、がんの疑いの説明を受けた時点から 6
か月の間に、約 18％の患者が離職ないし離職を考慮
していた。診断初期のがん患者の主たる支援ニーズ
は、①診断初期には、患者は本来受けられる支援の
情報を持っておらず、その情報を求めていること、
②治療に要する時間等のがん治療の標準的な情報で
あった。また、がん患者の多くは小規模事業所の従
業員であり、そちらへの支援も重要であることが示
唆された。 
 
（３）「がん就労者のための症状別対応のヒント集」
β版への評価コメントと追加事例の収集（高橋グル
ープ） 
 H27年度に作成した「がん就労者のための症状別対
応ヒント集」β版（以下、「ヒント集β版」と記載）
の修正に向けて、国立がん研究センターがん対策情
報センター「患者・市民パネル」登録者44名の協力
を得てヒント集β版の評価を行うとともに、就労場
面で妨げになる症状体験談の追加収集を実施した。 
ヒント集β版の評価については、「がん患者にぜひ
/やや紹介したい」97.7%、「就労場面での対応にとて
も/やや役立つ」95.5%、「がん患者のニーズにとても
/やや合致している」93.2％であり、高い評価が得ら
れた。また、ヒント集β版のタイトル、レイアウト、
内容に関しても種々のコメントが得られた。 
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32名から追加の症状体験談が得られた。就労の妨
げになる症状として選択した回答者が多かったのは、
「だるさ・疲れやすさ」22名、次いで「気分の落ち
込み」18名、「脱毛」「記憶力・集中力の低下」各11
名、「手術部位の痛み」「ほてり・のぼせ」各8名等の
順であった。 
ヒント集β版はがん体験者の間で高い評価を得た
が、その一方、多くの改善点も指摘された。現在、
指摘された改善点や追加収集をした症状を反映した
改訂版を作成中である。 
 
（４）「事業場における治療と職業生活の両立支援
のためのガイドライン」の普及に向けた企業向け研
修プログラム立案と教材開発 
 平成28年2月に厚労省が公開した「事業場における
治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
（以下、ガイドラインと記載）を全国の企業に周知・
普及させるための研修を立案し、その教材を作成し
た。 
 平成27年度に立案・実施した一日研修を元に、デ
ィープ・アクティブラーニング手法を用いた約２時
間の研修プログラムを立案した。広島県内企業関係
者を対象にして、研究班関係者が講師となって周知
研修のfeasibilityを確認し、同プログラムを用いて、
全国展開時に講師となる予定の労働者健康安全機構
両立支援促進員を対象としたトレーナー研修を実施
した。 
両立支援促進員対象研修のプログラムは①講話
（背景と全体像）、②前提の理解（ガイドライン内容
を互いに教え合うペアワーク）、③両立支援を行うた
めの環境整備（自社の状況評価と改善案作成）、④両
立支援の進め方（ミニケースを用いた両立支援プラ
ンの立案）、⑤質疑・まとめで構成された。広島県内
企業関係者を対象とした評価（５点満点）は、研修
の全体的満足度4.5±3.5点、役立ち度4.2±2.3点、
活用しようと思う程度4.1±2.1点であった。両立支
援員向け研修の内容については、2016年8月9日のパ
イロット研修の経験を反映して、レッスンプラン・
投影用スライド（講師用説明テキストつき）・受講者
用テキスト・受講者アンケートの４点の教材から成
る研修パッケージを作成し、厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課に提出した。今後、本教材を
用いた企業向けガイドライン周知研修の全国展開が
期待される。 
 
（５）がん治療スタッフ向け「治療と職業生活の両
立支援ガイドブック」の開発（高橋グループ） 
がん治療に携わる医療者が、病気になっても就労
を継続したいと希望する患者を支援するために活用
できるガイドブックを開発した。 
 まず、がん治療に携わる医師１０名のヒアリング
から得られた意見を反映してガイドブック作成ワー
キンググループが目次案を作成し、それをヒアリン

グ協力医に提示して最終案とした。 
 研究班関係者の分担執筆により、総論と各論３章
からなるガイドブックを作成した。各論は、１章「医
療者が知っておきたい就労の基礎知識」、２章「医療
現場でできる就労支援の具体的なかたち」、３章「主
治医と職場の情報教諭のヒント」から構成され、１
６個のQ&Aと７個のコラムを収載した。本ガイドブッ
クは、がん治療医を対象とした研修等における教育
資材としての活用が期待される。 
 
（６）良好事例からみた中小企業における「がん治
療と就労の両立支援」のあり方と両立支援ツールの
開発（錦戸グループ） 
 中小企業において、がんと診断された労働者の就
労支援に役立った工夫や対策を良好事例として収集
し、中小企業での「がん治療と就労の両立支援」の
あり方を明らかにするとともに、両立支援を促進す
るための支援ツールを開発することを目的に研究を
実施した。 
 都内7社の経営者または人事労務担当者を対象と
したインタビューを実施した。分析の結果、中小企
業における両立支援のあり方として、社員の健康を
重視する社長の方針が明確で経営理念や社是にも明
示するなどの「健康重視の社長方針と経営理念の周
知」、本人・家族が病気になっても互いに支え合う社
員同士のつながりやコミュニケーションを強化する
「職場での相互支援・コミュニケーションの促進」、
通院、体調管理に必要な休みの取りやすさや、特別
休暇・費用補助によるがん検診の受診奨励などの「休
暇取得とがん検診受診の奨励」、短時間勤務や軽作業
への配置転換など体調に無理のない働き方を調整す
る「勤務時間と勤務内容の柔軟な工夫」、上司や人事
労務担当者が無理のない働き方について相談にのり
制度情報などを提供する「上司・人事労務担当者に
よる細やかな相談対応」、外部の医療専門職に両立支
援に関する相談をするなどの「外部資源との連携や
情報の活用」の6つの大カテゴリーが抽出された。 
 上記の研究結果に基づきＰＣ上で利用できる支援
ツールを開発した。ツールは、6領域24項目から構成
され中小企業向けのがん治療と就労の両立支援度チ
ェック（レーダーチャート作成）と、支援の重要性
に関する解説や改善ヒントからなる。 
 
（７）愛媛県での患者就労支援のための教育体制構
築の試み（青儀グループ） 
国立がんセンターから就労支援プログラム開発の
ための基礎資料を得る目的で共同研究として『がん
患者の病気と就労の両立に関する実態調査』を行っ
た。本研究は横断的観察研究（無記名アンケート調
査）であり、院内倫理委員会の審査後、平成 27年 12
月初旬（12/1-12/5 の 5 日間）に実施し、476 例分回
収した(回収率 476 部/484 部で 98.3％)。 
②愛媛県内での就労支援の展開として、以下の実務
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を行った。 
平成 25 年 5 月から四国がんセンター内に「患者・
家族支援センター」が活動を開始したのを契機に、
同センター内に就労支援部門を立ち上げ、同部門看
護師長、看護師、MSW を中心に相談を受ける体制を構
築した。さらに厚生労働省職業安定局より依頼のあ
った「長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職
者 に対する就職支援モデル事業」の実施として、ハ
ローワーク職員が就労支援相談を週 1 回実施してい
る。実績として 2014 年 4月 1 日から 2015 年 3 月 31
日まで相談件数：延べ 76件、紹介者数：38 件、就職
者数：6名（うちがん患者６名、がん種内訳：乳がん、
咽頭がん、胃がん、大腸がん、膵がん､肺がん）、さ
らに 2015年 4月 1日から2015年 11月末日までの相
談件数：延べ 24 件 就職者数：8名、紹介者数：24
件となっており、コンスタントに実績が残せてきた。 
今後は、愛媛県内に向けて、社会の教育、情報公開
として、就労支援セミナーを随時開催して行く予定
である。今後も、継続して県内就労支援のネットワ
ークの構築、支援Outcomeの評価を行っていく。 
 
（８）一般市民向け情報発信 
 平成28年度も、日本対がん協会の助成を受けて、
11月5日に東京・秋葉原においてオープン参加のシン
ポジウム「がんサバイバーシップシンポジウム2016」
を開催し、148名の参加を得た。シンポでは、研究班
の活動に関連して「がんと就労2016―政策の展開と
研究の動向」、「医療者向け＜就労支援ガイドブック
＞の作成」、「がん就労支援を中小企業にも拡げる方
策の検討」の３大を研究班メンバーから報告した。 
加えて、国内で展開する就労支援の好事例として、
一般社団法人CSRプロジェクト、石巻赤十字病院、NPO
法人愛媛がんサポートおれんじの会、の３団体から、
活動報告が行われた。 
全体討議を含めたシンポ当日の記録は、冊子化す
るとともに、研究班ホームページからPDFファイルを
ダウンロードできるかたちで公開予定である。 
 
Ｄ． 考察 
２種の離職実態調査からは、働くがん患者の情
報・支援ニーズや、離職実態、離職までの時間の関
連要因などのエビデンスが蓄積されつつある。これ
らは、医療機関における支援プログラム立案や、患
者および医療者に向けた支援資材の開発に資する重
要な基礎データである。医療者向け就労支援ガイド
ブックは今年度中に公開、症状別対応のヒント集（患
者・企業関係者向け）も近く公開予定であり、その
活用が期待される。 
事業場向け両立支援ガイドラインを全国に普及さ
せるための研修については、研修パッケージを厚生
労働省に提出し、すでに活用が始まっている。 
中小企業向けの両立支援に向けては、中小企業の
経営者・人事労務担当者の意見を反映した支援ツー

ルを、まずＰＣ上で活用できる形式で開発・公開し
た。今後、スマホ等で活用できるよう、より利便性
を高めた形式のツール開発も検討中である。 
さらに、がん就労者への支援を検討する際は、大
都市圏以外の企業規模や医療状況を意識した展開が
必要である。愛媛県における支援体制構築の事例は、
地方における支援ノウハウの蓄積に向けて、貴重な
基礎資料と考える。 
 
Ｅ． 結論 

平成28年度は、（１）がん診断後から離職までの
時間に対する要因分析（横断的観察研究）、（２）
がん患者の離職実態調査：前向き観察研究、（３）
「がん就労者のための症状別対応のヒント集」β版
への評価コメントと追加事例の収集、（４）「事業
場における治療と職業生活の両立支援のためのガ
イドライン」の普及に向けた企業向け研修プログラ
ム立案と教材開発、（５）がん治療スタッフ向け「治
療と職業生活の両立支援ガイドブック」の開発、
（６）良好事例からみた中小企業における「がん治
療と就労の両立支援」のあり方と両立支援ツールの
開発、（７）愛媛県での患者就労支援のための教育
体制構築の試み、（８）一般市民向け情報発信の８
プロジェクトを実施した。 
 
Ｆ．健康危険情報 
 特記すべき事なし 
 

Ｇ. 研究発表 
 
(1) 学術雑誌  
1. 高橋都: がん治療と職業生活の両立―政策の展
開と必要な支援.健康開発 20(4): 56-62，2016 
2. 高橋都: がん患者さんのこころのケア(第 2 回)
働く人ががんになったら :  関係者の相互理解
と本人のエンパワーメントに向けて.心と社会 
47(1): 86-91，2016 
3. 土屋雅子、高橋都: 医療機関のダイバーシティ
(Vol.8) がん患者への就労支援 がん治療医
の役割.医学のあゆみ  259(4): 335-337，2016 
4. 平岡晃、高橋都: がんと「働くこと」―医療現
場と職場のそれぞれの立場から就労支援を考え
る―.保健の科学  58(1): 11-16，2016 
5. 古屋佑子、高橋都、立石清一郎、富田眞紀子、
平岡晃、柴田喜幸、森晃爾: 働くがん患者の就
業配慮における産業医から見た治療医との連携
に関する調査.産業衛生学雑誌 58(2): 54-62，
2016 
6. Endo M, Haruyama Y, Takahashi M, Nishiura C, 
Kojimahara N, Yamaguchi N: Returning to work 
after sick leave due to cancer:  a 365-day 
cohort study of Japanese cancer survivors. J 
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7. 坂本はと恵: がんサバイバーの社会的問題と支
援.がん看護 21(7): 690-694，2016 
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者の仕事と治療の両立支援－.調剤と情報 
22(1): 32-35，2016 
9. 坂本はと恵: がん患者の就労支援に関して事業
所が医療機関に望むこと－千葉県「がん患者の
就労支援に関して事業所が医療機関に望むこと
－千葉県「がん患者の就労支援に関する事業所
調査」から－.日職災医誌 65: 30-46，2017 
10. 吉川悦子、吉川徹: 小規模事業場での適応を視
野に入れた職業性ストレス新改善支援ツールの
開発.産業精神保健 24(3): 204-210，2016 
11. 濱田麻由美、佐々木美奈子: がん患者の就労支
援.癌と化学療法 43(13): 2473－2476，2016 
12. 立石清一郎: 従業員の「治療と就業の両立」の
ポイント.エルダー 38(8): 38-39，2016 
13. 立石清一郎: 医療羅針盤「私の提言」産業医は
がん就労にいかに取り組むべきか.月間新医療 
43(9): 18-21，2016 
14. Tateishi S: Supportive awareness of employers 
for a good balance between work and cancer 
treatment. Int J Behav Med 23(1): pS154，
2016 
15. 荒木夕宇子、高橋都: AYA 世代のがん経験者の就
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16. 古屋佑子、高橋都：がん患者の就労支援. The 
Japanese Journal of Rehabilitation Medicine: 
印刷中 
17. 坂本はと恵、高橋都：がん治療を受けながら働
く人々が抱える問題とその支援. 日本労働研究
雑誌: 印刷中 
 
(2) 書籍 
1. 高橋都、森晃爾、錦戸典子(編著)：企業のため
のがん就労支援マニュアル 労働調査会， 2016 
 
(3) 学会発表 
1. 岡田岳大、原田有理沙、横山麻衣、立石清一郎、
森晃爾: 身体疾患を有する就労者の仕事と治療
の両立に関する実態調査【第 3報：血液がん編】. 
第 89 回日本産業衛生学会. 2016 年 5 月 福島 
2. 高橋都: がんサバイバーシップの概念と最近の
展開―特に多領域の連携について. 第14回日本
臨床腫瘍学会 教育講演. 2016 年 7月 神戸 
3. 須藤ジュン、錦戸典子: がんに罹患した労働者
への支援において産業保健師が行うコーディネ
ーション－支援時期別の具体的内容とその特徴
－. 日本地域看護学会第 19 回学術集会. 2016
年 8 月 栃木 
4. 青儀健二郎、山下夏美、谷水正人、宮内一恵、
清水弥生、池辺琴映、閏木裕美、高橋都: 四国

がんセンターにおけるがん患者の就労支援体制
構築と課題. 第 1 回日本がんサポーティブケア
学会学術集会. 2016 年 9月 東京 
5. 土屋雅子、荒井保明、堀尾芳嗣、船﨑初美、青
儀健二郎、宮内一恵、高橋都: がん診断後の離
職割合の経時的変化と要因分析：多施設共同研
究. 第 29 回日本サイコオンコロジー学会. 2016
年 9 月 札幌 
6. 高橋都: 事業場向け両立支援ガイドラインが
「現場」に求めること. 第 64 回日本職業・災害
医学会学術大会. 2016 年 10 月 仙台 
7. 坂本はと恵: がん診断初期からはじまる社会的
支援. 第 54 回日本癌治療学会学術集会. 2016
年 10 月 神奈川 
8. 佐々木美奈子: 中小企業労働者の「がん」受療
率：患者調査結果に対する比率を指標とした高
血圧外来受療率との比較. 日本産業看護学会第
5回学術集会. 2016 年 11 月 浜松 
9. 錦戸典子: 治療と就労の両立を支援する心理社
会的職場環境づくりに向けてーがん就労者と同
僚・上司の相互支援を中心にーシンポジウム座
長. 第24回産業ストレス学会. 2016年 11月 東
京 
10. 佐々木美奈子: 治療と就労の両立を支援する心
理社会的職場環境づくりに向けてーがん就労者
と同僚・上司の相互支援を中心にーシンポジウ
ム, 支え合う職場づくりのために～研修実施を
通しての学び～. 第 24 回産業ストレス学会. 
2016 年 11 月 東京 
11. 立石清一郎: がん就労者の職場での支援～産業
保健スタッフに期待される調整機能～、「治療
と就労の両立を支援する心理社会的職場環境づ
くりに向けて－がん就労者と同僚・上司との相
互支援を中心に－」. 第24回産業ストレス学会. 
2016 年 11 月 東京 
12. Tsuchiya M, Tazaki M, Takada Y.  Takahashi M: 
Experience of first-time job seeking among 
childhood and AYA cancer survivors: factors 
facilitating and impeding decision-making on 
illness disclosure. 第 58 回日本小児血液・が
ん学会学術集会. 2016 年 12 月 東京 
 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
 
 1. 特許取得 
  なし 
 
 2. 実用新案登録 
  なし 
 
 3.その他 
  なし 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

「がん診断後から離職までの時間に対する要因分析（横断的観察研究）」 

 

 

研究代表者 高橋 都 

国立研究開発法人国立がん研究センター  

がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
分担研究者 
 青儀健二郎 四国がんセンター 臨床研究推進部長 
 宮下光令 東北大学大学院医学系研究科保健学専攻緩和ケア看護学教授 
 
研究協力者 
 荒井保明 国立がん研究センター中央病院放射線診断科長 
 堀尾芳嗣 愛知県がんセンター中央病院外来部長 地域医療連携・相談支援センター長 
 船﨑初美 愛知県がんセンター中央病院外来 地域医療連携・相談支援センター 
 宮内一恵 四国がんセンター看護部 
 土屋雅子 国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部研究員 
 

研究要旨： 

【目的】本研究の目的は，医療スタッフが行う就労支援プログラム開発のための基礎資料を
得ることとし，がん診断後から離職までの時間に対する関連要因を明らかにすることである。  
【方法】国立がん研究センター中央病院，愛知がんセンター中央病院，四国がんセンターの3
施設で，アンケート調査を実施した。これらの協力施設のロビー，あるいは診療科窓口で協
力依頼を行った。アンケート回収数は合計で1,483部であった（回収率91.7%）。適格基準に
見合う916名分のデータを有効回答として解析を実施した。 
【結果および考察】単変量解析の結果，がん診断後から離職までの時間には男女間で有意な
差異が認められため，これ以降の解析を男女別に実施した。男性において，がん診断後から
離職までの時間に有意差が認めたれた変数は，学歴，診断時年齢，病期，化学療法，診断時
の雇用形態，診断当時の職場での産業保健スタッフの有無であった。一方，女性では，学歴，
病期，手術，化学療法，診断時の雇用形態，診断当時の職場での産業保健スタッフの有無で
あった。それら有意差の認められた変数を用いて，男女別に多変量解析を実施した。その結
果，男性において，がん診断後から離職までの時間に有意差が認められた変数は，化学療法，
診断時雇用形態であった。一方，女性では，手術，化学療法，診断時の雇用形態，診断当時
の職場での産業保健スタッフの有無であった。 
 本研究では，がん診断後から離職までの時間に対する男女共通の関連要因，女性に特化し
た関連要因が示された。がん診断後から離職までの時間に関連する要因は，がん診断後の離
職予防を目的とした臨床現場でのアセスメント項目とし，院内外の資源につなげることが期
待される。 
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A. 研究目的 
 
わが国のがん患者の 3人に 1人が 20歳～64歳の
就労可能年齢とされ，がんの通院治療を受けている
就労者は約 33万人といわれている。がんの診断と治
療は，患者の身体・心理社会的側面にも大きな影響
を及ぼすが，中でも就労問題は，患者やその家族の
経済的な問題へと発展する。 
わが国のがんに罹患した就労者の 24%，その家族
の 28%が，診断時に在職していた職場を退職してお
り，50%近くの者の個人収入と世帯収入が減少した
という報告がある。さらに，就労問題は，人々や実
社会とのつながりや生きがいといったその人なりの
「生き方」そのものへの問題をも包含するため，効
果的な就労支援策の開発は急務といえる。 
国外の先行研究によると，がん治療と仕事の両立
に影響を与える要因は，①がん種や年齢等の個人属
性，②身体的・認知的要因，③抑うつやソーシャル
サポート等の心理社会的要因，④職場環境等とされ
る。また，国外における医療施設での介入研究とし
て，①大腸がん患者を対象とした，仕事時の症状管
理，雇用主とのコミュニケーション，治療中や治療
後の作業性に関する情報提供（冊子配布）と個別相
談の実施，②乳がん患者を対象とした，ケースマネ
ージャーによる電話でのニーズアセスメントと職業
リハビリテーションへの紹介，③婦人科がんや乳が
ん患者を対象にした，患者教育と支援，および主治
医と産業医のコミュニケーションの促進の実施等が
散見される。 
しかし，これらの介入に対して患者や医療施設は
好意的であるものの，いずれの研究においても，職
場での作業性，復職までの日数や復職率に，介入の
効果は認められていない。加えて，先述の介入研究
はイギリスとオランダで行われており，病気休暇等
の制度がわが国とは異なる。従って，わが国での研
究知見の蓄積とわが国独自の就労支援プログラムの
開発が必要である。 
そこで，本研究では，がん診断時に就労していた
がん患者を対象として，がん診断後から離職時まで
の時間に対する関連要因を明らかにすることを目的
とした。  
 

B. 研究方法 
 
1. 適格基準と除外基準 
 本研究の適格基準は，次の4つ，①協力施設の外来
を受診する再来患者，②がん診断時に就労していた
者，③調査時に20歳以上の男女，④日本語の読み書
きに支障がない者であった。除外基準は，明らかに
体調不良でアンケートへの記入が困難と考えられる
者であった。 
 
 

2. 手順 
 平成27年10月～平成27年12月の間に，国立がん研
究センター中央病院，愛知県がんセンター中央病院，
四国がんセンターの3施設で，アンケート調査を実施
した。これらの協力施設のロビーあるいは診療科窓
口で，再来患者に対して協力依頼を行った。その際，
がん診断時の就労の有無を口頭で確認し，アンケー
ト一式を手渡した。患者には，診察の待ち時間など
にアンケートを記入し，施設内に設置された回収箱
にその日のうちに投函するよう依頼した。 
 
3. 調査項目 
 アンケート（資料1）には，以下の項目を含む。 
 
1) 対象者全員への共通質問 
① 属性に関する項目（生まれた年と月，性別，  
現在の職業，学歴，がん診断時の職業と企業規
模（従業員数），診断時の扶養家族の有無，がん
の診断名と診断年と月，治療法，病気，再発の
有無） 
② がん診断後の仕事（働き方）の悩みに関する項
目（仕事に対する心配の有無，仕事の悩みに関
する医療スタッフによるアセスメントの有無，
アセスメント実施スタッフ，医療スタッフへの
相談行動の有無，相談の役立ち度；職場関係者
への病気開示（病気について周りの人々に話す
こと），病気開示の役立ち度；職場の産業保健ス
タッフの有無，職場の産業保健スタッフへの相
談行動の有無，相談の役立ち度） 
③ 診断時からの年収の変化と仕事の変化に関する
項目 
④ 公的支援制度に関する項目（高額療養費制度，
傷病手当金制度，医療費控除の認知度と利用度，
それらの情報提供源） 
⑤ 協力施設の就労支援サービスに関する項目（既
存の個別相談サービスの認知度と利用度，個別
相談サービスの利用ニーズ） 
⑥ がん診断から復職までの時期別による，情報支
援ニーズに関する項目 
⑦ がんの治療と仕事の両立に関する現在の困りご
とおよび治療と仕事の両立の定義（自由記述） 
 

2) 退職者への限定質問 
 退職に関する質問（退職した年と月，退職の
タイミング（病気や治療の段階との関連），退職
理由，退職に至るプロセスに対する現在の自己
評価） 
 
＜倫理面への配慮＞ 
 各協力施設の倫理審査委員会の承認および所属長
の許可後に，本調査を実施した。患者への説明は，
本研究の趣旨と方法，自由参加の権利，個人情報と
プライバシーの保護，参加の有無に関わらず通常の
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診療・看護を同等に受けること，データの取り扱い
等について詳述した文書で行った。アンケートは無
記名とし，回収箱への投函をもって，本研究への参
加に同意したものをみなした。 
 

C. 研究結果 
 
 3施設合計で，1,618部配布し，回収数は1,483部で
あった（回収率91.7%）。本研究の適格基準を満た
す916名を有効回答とし，統計解析を実施した。 
 
1. 対象者の属性 
 対象者の調査時の平均年齢は，56歳（±10.77），
男性は約45%であった。がんの診断時に50歳未満だ
った人は，約43%であった。雇用形態については，
がん診断時に正社員だった者は約51%，パート・ア
ルバイトが約24%，自営業・自由業が約20%，その
他が約6%であった。 
 がん種は，多い順に，乳がん（26.2%），子宮が
ん（12.1%），肺がん（9.2%），大腸がん（8.7%），
胃がん（7.8%），前立腺がん（7.6%）等であった。
治療法は，手術が約75%，化学療法が約44%，放射
線治療が約31%であった。早期がんの割合は約44%，
再発「あり」と回答した者は約19%であった。 
 
2. がん診断時から離職時までの時間に関連する要
因 
 がん診断年月から離職年月までの時間を結果変数，
属性（個人・臨床），医療スタッフによる仕事の悩
みに対するアセスメントの有無，職場での病気開示，
診断時に在職していた職場での産業保健スタッフの
有無を説明変数として，単変量解析，および多変量
解析を実施した。なお，離職をイベント，本調査時
までの就労継続，およびがん以外の理由（定年など）
での離職を打ち切りとした。 
 
1) がん診断後から離職までの時間に対する性差の
影響 
 図1に示すように，がん診断後から離職までの
時間には，性別で有意な異差が認めらた。男性
と比較して女性の方が，がん診断時から離職ま
での時間が短いことが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図1 離職に至るまでの推定時間（男女差） 

従って，これより以降の解析に関しては，男女
別に行うこととした。 
 

2) 男性における，がん診断後から離職までの時間
に関連する要因 
 単変量解析の結果，がん診断後から離職まで
の時間に関連する要因は，学歴，診断時年齢，
病期，化学療法，診断時の雇用形態，診断当時
の職場での産業保健スタッフの有無であった。 
 調査実施施設を制御変数として，多変量解析
を行った結果，有意差が認められた変数は，化
学療法（あり），診断時の雇用形態（派遣・パ
ート）であった（表1参照のこと）。 
 
 
表1 多変量解析の結果：男性(N=413) 
変数 HR (95%CI) P値 

学歴   
 ≤高校卒 1.710 (0.841, 3.477) 0.139 
 > 高校卒 1  
診断時年齢   
 < 50歳 1  
 ≥50歳 1.230 (0.500, 3.023) 0.652 
化学療法   
 ある 2.304 (1.159, 4.579) 0.017 
 なし 1  
診断時雇用形態   
 正社員 1  
 派遣・パート 4.873 (1.930, 12.301) 0.001 
 自営業 1.725 (0.764, 3.896) 0.189 
産業保健スタッフ
の有無 

  

 いた 1  
 いなかった 1.785 (0.770, 4.133) 0.177 
HR, ハザード比；CI，信頼区間 
 
 

3) 女性における，がん診断後から離職までの時間
に関連する要因 
 単変量解析の結果，がん診断後から離職まで
の時間に関連する要因は，学歴，病期，手術，
化学療法，診断時の雇用形態，診断当時の職場
での産業保健スタッフの有無であった。 
 調査実施施設を制御変数として，多変量解析
を行った結果，有意差が認められた変数は，手
術（なし），化学療法（あり），診断時の雇用
形態（派遣・パート），診断当時の職場での産
業保健スタッフの有無（いなかった）であった
（表2参照のこと）。 
 
 
 
 
 
 

Log rank P<0.001 
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表2 多変量解析の結果：女性(N=503) 
変数 HR (95%CI) P値 

学歴   
 ≤高校卒 1.288 (0.854,1.941) 0.228 
 > 高校卒 1  
手術   
 ある 1  
 なし 1.754 (1.063, 2.894) 0.028 
化学療法   
 ある 1.982 (1.315, 2.987) 0.001 
 なし 1  
診断時雇用形態   
 正社員 1  
 派遣・パート 1.923 (1.259, 2.936) 0.002 
 自営業 0.594 (0.269, 1.120) 0.099 
産業保健スタッフ
の有無 

  

 いた 1  
 いなかった 1.719 (1.030, 2.871) 0.038 
HR, ハザード比；CI，信頼区間 
 
 

D. まとめ 
 
 本調査では，がんの診断時に就労していた者で調
査時年齢20歳以上の男女を対象に，3つのがん専門
病院でアンケート調査を実施し，916名分のデータ
を解析した。対象者の男女の割合は，約半分ずつで
あったが，対象者が罹患したがん種は乳がんや子宮
がんの割合が多かった。しかし，多くのがん種を網
羅しており，本研究のデータは，がん治療と就労に
関する意見を広く反映していると考える。 
 本調査では，がん診断後から離職までの時間には，
性差があることが示された。従って，男女ごとに，
がん診断後から離職までの時間に対する関連要因を
調べた。その結果，男女ともに，化学療法をうけた
者，がん診断時の雇用形態が派遣・パートであった
者は，がん診断後から離職までの時間が短いことが
示された。女性に特化した関連要因として，手術を
うけなかった者，診断当時の職場に産業保健スタッ
フがいなかった者は，がん診断後から離職までの時
間が短いことが示された。 
 本研究で示された，がん診断後から離職までの時
間に関連する要因は，がん診断後の離職予防を目的
とした臨床現場でのアセスメント項目とし，院内外
の資源につなげることが期待される。 
  

E. 結論 
 
 がんの診断時に就労していた916名の成人がん患
者を対象に，がん診断後から離職までの時間に関す
る要因を，男女別に解析した。それらの結果は，病
院における就労支援プログラムの開発のための貴重
な基礎資料となろう。 

 

F. 研究発表 
 
土屋雅子，荒井保明，堀尾芳嗣，船﨑初美，青
儀健二郎，宮内一恵，高橋都：がん診断後の離
職割合の経時的変化と要因分析：多施設共同研
究．日本サイコオンコロジー学会総会抄録集: 
133, 2016. 
 
 

G. 知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

がん患者の仕事と治療の両立に関する調査研究 

 

 

研究分担者 
 西田 俊朗 国立がん研究センター中央病院 病院長          
坂本はと恵 国立がん研究センター東病院  副サポーティブケア室長  
坪井 正博 国立がん研究センター東病院  呼吸器外科長       
山中 竹春 横浜市立大学大学院      教授           
立道 昌幸 東海大学医学部        教授           
堀之内秀仁 国立がん研究センター中央病院 呼吸器内科医長      

 

 

 

 

 

Ａ.研究目的 

 

本研究の目的は、がん患者を対象に実態調査を行い、

以下の 3 つの点を明らかにすることである。それは、

①がん患者の診断初期からの離職率の把握、②離職の

背景要因と復職の阻害要因を明らかにし、③就労継

続・復職にあたり、医療者が果たすべき役割を明確化

することである。 

本研究は前向きにがん患者の離職リスク要因を明ら

かにすることに加えて、新たにがんの部位・治療内容

との相関を分析し、治療の時間軸に沿って、いつ、ど

のようなタイミングで医療者がどのような介入するこ

とが有用かを明らかにすることを目指している。 

 

Ｂ.研究方法 

 

1）研究デザイン 

前向き観察研究 

2）症例の選択基準 

[適格条件] 

研究要旨： 

 がん患者の職業生活と治療の両立のための支援体制は、現在政策的に進められ

つつある。具体的には社会保険労務士やハローワーク・産業医との連携体制を強

化等で、解雇や離職後の再就職が困難等の問題が顕在化した後の対応が中心であ

り、離職防止の観点からの仕組みづくりやアウトカム評価は行われていない。 

 本年度は、昨年度に引き続き、①診断初期からの離職状況、②離職の背景とな

る要因、復職の阻害要因、③就労継続・復職にあたり医療者が果たすべき役割を

明らかにすることを目的とした多施設前向き観察調査を実施した。 
現時点では、早期の結果のみ判明しているが、がんの疑いの説明を受けた時点から

6 か月の間に、約 18％の患者が離職ないし離職を考慮していた。診断初期のがん患
者の主たる支援ニーズは、①診断初期には、患者は本来受けられる支援の情報を

持っておらず、その情報を求めていること、②治療に要する時間等のがん治療の

標準的な情報であった。また、がん患者の多くは小規模事業所の従業員であり、そ

ちらへの支援も重要であることが示唆された。 
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(1) IRBによる研究計画承認後、早い時期の約1か月間

に、研究参加施設に初診した初回治療前の患者 

(2) 年齢：20歳～65歳 

(3) 対象部位：がんの疑いもしくは臨床的・組織学的、

病理学的に診断されている者で、国立がん研究セン

ター東病院および神奈川県立がんセンターにおい

て治療を開始する予定の患者 

(4) 調査に関する合意が得られること 

[除外条件] 

以下のいずれかを満たす患者は登録の対象としない。 

(1) 初診後、再診予定のない患者 

(2) 患者に明らかな意識障害がある場合 

(3) 患者に重篤な身体症状があり、研究への協力が困難

な場合 

(4) 患者に重篤な精神症状（重度の認知機能障害、重度

の抑うつ状態）があり、研究への協力が困難な場合 

(5) 患者が日本語の理解が困難な場合 

(6) その他、担当医が調査への参加が不適格と判断した

患者 

3）調査実施期間 

(1)第1回：研究許可日～約4ヶ月間  

(2)第2回：第1回調査実施から約6ヶ月後の約4ヶ

月間 

(3)第3回：第2回調査実施から約2年後の約4ヶ月

間 

4）調査項目 

4－1．職業生活とがん治療の両立に関して重要と考

えられる、以下の３つの要素 

(1)就労の阻害要因および促進要因 

(2)離職や復職にあたっての相談状況 

(3)医療者に対して望む支援、その他受けたいと考え

る支援 

4－2．がんの疑いもしくはがん診断直後から調査回

答時までの退職の検討（あるいは退職）した

場合の経緯 

(1)退職の経緯 

(2)退職した時期 

(3)退職した理由 

4－3．職業生活とがん治療の両立を左右する要素の

調整変数としての質問項目 

(1)仕事の生産性及び活動障害に関する質問票(WPAI) 

(2)がん患者用のQOL尺度 EORTCQLQ-C30

（version 3） 

4－4．患者の背景情報としての基本属性 

(1)年齢 

(2)性別 

(3)婚姻状況 

(4)世帯状況（同居者の内容と数） 

(5)発病前の就業状況 

(6)がんの診断状況 

(7)がんの部位 

(8)初回治療前の検査状況 

(9)PS 

5） 評価項目と分析 

5－1．評価項目 

(1)主要評価項目：離職率 

(2)副次評価項目：復職率・治療中断患者数 

離職決断時期 

(3)基本属性の違いによる就労状況の回答分布 

(4)心身の状況、がん治療（検査を含む）が仕事の生産

性に与えた影響等と就労状況の回答分布 

(5)施設特性の違いによる就労状況の回答分布 

5－2．疫学調査の解析 

項目ごとに単純記述統計を行う。また就労状況の回

答分布と回答者の属性等との関連を検討する。 

あわせて、①治療開始前、②初期治療終了直後（初

診から6か月後）、③がん診断から約2年後といった治

療の時間軸に沿い、就労状況および仕事と治療の両立

を困難とするリスク因子の抽出を行う。 

6）予定症例数 

  400例 

7）算出根拠 

研究参加施設における初診患者の受診者数を加味し、

実施可能症例数として設定した。 

 

＜倫理面への配慮＞ 

厚生労働省が定める臨床研究に関する倫理指針およ

び疫学研究に関する倫理指針に従い、必要に応じて、

調査実施前に関係機関の倫理審査委員会の承認を得る
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予定である。また、研究の趣旨および研究方法の説明、

予測されるメリット・デメリット、結果公表に際して

の匿名性の保持、同意撤回の権利等を趣旨説明書に明

記した。 

 

Ｃ.結果 

 

１．第1回実態調査（中間報告） 

平成27年8月～平成28年6月の期間に、国立がん

研究センター東病院および神奈川県立がんセンター初

診し、調査に同意を得た423名に調査票を配布し、388

名より回答を得た。 

（回収率91.7％） 

 

1）平均年齢 

52.7歳 

2）性別 

男性217名（55.9％）、女性170名（43.8％）、不明

1名（0.3％） 

3）勤務形態・業種・従業員数 

常時雇用従業員が184名（47.4％）を占めていた。

業種としては、販売的職業・事務的職業・専門的職

業がそれぞれ15～17％を占め、従業員数では、50人

以下の小事業所が4最も多く、42.9％を占めた。（表

1）。 

4）診断状況 

がんの疑いと説明を受けてから、実態調査回答まで

の期間の中央値は、1.5ヶ月であった。尚、がんの確定

診断がついている患者は181名（46.4％）、確定してい

ない患者は207（53.4％）であった。 

5）離職状況 

調査回答時までに離職した患者は、22名（5.7％）で

あった。 

6）離職理由 

 離職理由の上位は①周囲に迷惑をかけたくなかった

から（60.0％）、②体力的に続ける自身がなかったから

（60.0％）、③自分自身の生活の優先順位が変わったか

ら（10.0％）と言う理由であった。 

7）離職検討の有無 

調査回答時までに離職していない366名の患者のう

ち、離職を検討したことがある患者は78名（21.3％）

であった。 

8）診断初期に職場に対して希望する支援 

診断初期に患者が職場へ希望する支援の上位4項目

は、①休職中に職場から受けられる支援制度について

知りたい（45.4％）、②受診日や治療方針の決定に仕事

の都合を調整してほしい（29.1％）、③病気についての

理解を深めてほしい（23.5％）、④がん治療歴のある他

の従業員に、どのように対応したのか教えてほしい

（17.3％）、であり、身分保障や所得保障の期間に関す

る希望が約半数を占めた。 

9）診断初期に医療者に対して望む支援 

患者が医療者に対して望む支援の上位4項目は、①

治療のスケジュールや起こりうる副作用について、早

めに教えてほしい（57.5％）、②休職中に受けられる公

的制度について知りたい（33.0％）、③他の患者さんが

どのようにしているのか知る場を提供してほしい

（30.2％）、④受診日や治療方針の決定に仕事の都合を

考慮してほしい（28.4％）であった。会社との交渉支

援やハローワーク等の労働専門職を加えた支援ニーズ

は、それぞれ5％以下に留まった。 

 

２．第2回実態調査（中間報告） 

件数 ％
雇用体制

常時雇用されている従業員 184 47.4%
臨時雇用・パート・アルバイト 91 23.5%
自営業主 46 11.9%
常時雇用されている公務員 20 5.2%
自営業以外の経営者、役員 13 3.4%
家族従業者 12 2.8%
単独事業者 11 1.8%
内職 0 0.0%
その他 7 3.1%
ＮＡ 4 1.0%

事務的職業 54 16.8%
販売的職業 51 16.0%
専門的職業 38 13.1%
管理的職業 25 9.5%
生産工程作業従事者 24 7.7%
サービス事業者 21 6.7%
運輸・通信・保安職 20 6.7%
農林漁業　 3 0.8%
その他 61 21.4%
ＮＡ 6 1.3%

1～50人 165 42.5%
500人以上 110 28.4%
50～100人 44 11.3%
101～300人 34 8.8%
301～500人 16 4.1%
その他 11 2.8%
ＮＡ 8 2.6%

表１　就労状況（Ｎ＝388） ＮＡ＝no answer

業種

従業員数
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第1回調査にて2回目以降の調査協力についての合

意を得た患者を対象に、第1回調査から約6か月目に、

第2回目の調査を実施している。平成28年3月より開

始、平成28年12月31日時点で232名に調査票を配布

し、207名より回答を得ている。（回収率89.2％） 

 

1）平均年齢 

52.9歳 

2）性別 

男性103名（55.1％）、女性93名（44.9％） 

3）離職状況 

第1回目（初診時）の調査後から第2回目（初診か

ら6ヵ月後）の間に離職した患者は、26名（12.6％）

であった。 

4）離職理由 

離職理由の上位項目は、①周囲に迷惑をかけたくな

かったから（68.4％）、②体力的に続ける自身がなかっ

たから（31.6％）③続けられるような支援制度がなか

ったから（26.3％）、であった。 

5）離職検討の有無 

第1回目調査後から第2回調査回答時までに離職し

ていない126名の患者のうち、第1回調査後から第2

回調査の期間に離職を検討したことがある患者は55名

（30.4％）であった。 

6)初診から6か月後に職場に対して希望する 

支援 

患者が職場に希望する支援の上位4項目は、①休職

中に職場から受けられる支援制度を知りたい（26.1％）、

②受診日や治療方針の決定に仕事の都合を調整してほ

しい（18.4％）、③がん治療歴のある他の従業員にどの

ように対応したのか教えてほしい（17.４％）、④病気

についての理解を深めてほしい（15.5％）であった。 

7）初診から6か月後に医療者に対して望む支援 

患者が医療者に対して望む支援の上位4項目は、①

治療のスケジュールや起こりうる副作用について早め

に教えてほしい（30.4％）、②他の患者さんがどのよう

にしているのか知る場を提供してほしい（23.7％）、③

受診日や治療方針の決定に仕事の都合を考慮してほし

い（18.8％）、④休職中に受けられる公的制度について

知りたい（16.4％）、であった。会社との交渉に対する

支援ニーズは2.9％、ハローワーク等の労働専門職を加

えた支援ニーズは8.7％に留まる結果となった。 

      

Ｄ．考察 

 

今回の結果は中間報告であり、本考察では離職予防を目

指した支援体制のあり方を、1）患者が求める支援と、2）い

つ、どこで、誰が、どのような支援をすることが望まし

いのか、という観点から考察する。これにより支援プロ

グラムを実施する場所はがん診療連携拠点病院が良いか

か、かかりつけ医が良いか、といった問題に関しても示

唆が得られると考える。 

 

１）診断初期のがん患者の離職実態と離職予防の働きか

けを実施すべき機関 

現時点で得られている調査結果から、①がんの疑いの説

明を受けてから、初期治療開始直後までの期間に離職した

患者は22名（5.7％）で、離職していない患者366名のうち、

退職を検討したことがある患者は、78名（21.3％）、②①の

時期から約6か月後の間に離職した患者は26名（12.6％）

で、また離職していない患者181名のうち退職を検討したこ

とがある患者は、55名（30.4％）をであった。 

がんの疑いの説明を受けた段階から、初期治療後までに、

一定数のがん患者が実際に離職したり、しないまでも離職を

考慮していたことから、離職予防を目的とした介入は、がん

検診等を実施する地域の医療機関で開始し、初期治療を実

施する専門病院が継続支援を行う必要性が示唆される。 

２）がん患者の支援ニーズ 

現時点で得られている実態調査の結果から、診断初期

のがん患者の支援ニーズが3つ見えてきた。1つは、診断

初期の患者は、がんの罹患時に本来受けられる支援の情

報を持っておらず、その情報を求めていることである。2

点目は、治療に要する時間等の標準的ながん治療の情報

である。3点目は、制度や情報では見えてこない他の患者

が実施した具体的な工夫を知る場を求めている。 

また、第1回目（初診時）の調査後から第2回目（初

診から6ヵ月後）の間に離職した患者のうち26.3％が、

「続けられるような支援制度がなかった」ことを離職の

要因として回答していた。今後、離職予防の対策を検討

するにあたり、がん治療が仕事におよぼす影響をどうい
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った点で既存の制度ではカバーできないのかも詳細に検

討する必要があり、制度変更や充実に向けての課題が明

らかになりつつある。 
 

Ｅ．結論 

 

国立がん研究センター東病院・神奈川県立がんセンタ

ーにおいて、平成27年8月～平成28年6月に第1回実

態調査を実施、平成28年3月から第2回実態調査と分析

を行った。今後、平成29年3月末に、第2回実態調査が

終了次第、1）がんの部位・治療内容との相関を分析する

とともに、治療の時間軸に沿った患者の支援ニーズの変

化と、2）就労継続を困難にしている要因について、患者

の視点に加えQOL尺度等を用いた詳細な分析を行い、が

ん患者の離職予防プログラムの作成を目指す予定である。 

 

Ｆ．研究発表 

 

１．学会発表 

1）坂本はと恵：がん診断初期からはじまる社会的支援．

第54回日本癌治療学会学術集会，2015年10月，神

奈川 

２．その他 

1）坂本はと恵：がんサバイバーの社会的問題と支援．

がん看護第21巻第7号690-694， 

  2016 

2）坂本はと恵：大腸がん患者の相談支援－がん患者の

仕事と治療の両立支援－．調剤と情報第22巻第1

号32-35，2016 

3）坂本はと恵，松岡かおり,西田俊朗：がん患者の就

労支援に関して事業所が医療機関に望むこと－千

葉県「がん患者の就労支援に関して事業所が医療機

関に望むこと－千葉県「がん患者の就労支援に関す

る事業所調査」から－．日職災医誌65：30－46，2017 

  

Ｇ．知的財産権の出願･登録状況 

 

なし 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

「がん就労者のための症状別対応ヒント集」β版への評価コメントと追加事例の収集 

 

 

研究代表者 高橋 都 

国立研究開発法人国立がん研究センター  

がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長  

 

 

研究協力者 
平岡 晃  国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部 外来研究員 
古屋佑子  国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部 外来研究員 
赤羽和久   名古屋第二赤十字病院乳腺外科 副部長 
立石清一郎 産業医科大学 産業医実務研修センター 講師 
柴田喜幸  産業医科大学 産業医実務研修センター 准教授 

 
 

研究要旨： 

【目的】がん治療は種々の副作用や合併症を引き起こすが、患者が就労する際、それらの
症状が作業の障害になることが少なくない。 
本研究の目的は、H27 年度に作成した「がん就労者のための症状別対応ヒント集」β版（以
下、「ヒント集β版」と記載）に対する患者・がん体験者の評価を明らかにするととも
に、修正に向けたコメントと追加体験談を収集することである。 
【方法】国立がん研究センターがん対策情報センター「患者・市民パネル」登録者 44 名
の協力を得て、ヒント集β版の評価を行うとともに、就労場面で妨げになる症状体験談
の追加収集を実施した。 
【結果】ヒント集β版の評価については、「がん患者にぜひ/やや紹介したい」97.7%、「就
労場面での対応にとても/やや役立つ」95.5%、「がん患者のニーズにとても/やや合致し
ている」93.2％であり、高い評価が得られた。また、ヒント集β版のタイトル、レイア
ウト、内容に関しても種々のコメントが得られた。 
32 名から追加の症状体験談が得られた。就労の妨げになる症状として選択した回答者が
多かったのは、「だるさ・疲れやすさ」22 名、次いで「気分の落ち込み」18 名、「脱毛」
「記憶力・集中力の低下」各 11 名、「手術部位の痛み」「ほてり・のぼせ」各 8名等の
順であった。 
【考察】ヒント集β版はがん体験者の間で高い評価を得たが、その一方、多くの改善点も
指摘された。現在、指摘された改善点や追加収集をした症状をもとにした内容改定を実施
中である。 
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Ａ．研究目的 

 

がん治療は種々の副作用や合併症を引き起こすが、

それらの症状は、患者の就労場面で種々の障害を引

き起こすことが少なくない。しかし、各症状が就労

場面におけるどのような作業で引き起こす具体的な

困難の内容や、効果的な対応策は明らかではない。 

平成 27 年度に本研究班では、国立がん研究センタ

ーがん対策情報センター「患者・市民パネル」対象

のアンケート調査に加え、アンケートに協力した１

７名全員を対象とした電話またはメールによる詳細

な追加取材をもとに、就労場面における具体的困難

と、それらの困難の軽減に役立つ本人の工夫や職場

からの配慮を収載した「症状別対応のヒント集」β

版を作成した。 

本研究の目的は、H27 年度に作成した「がん就労者

のための症状別対応ヒント集」β版（以下、「ヒント

集β版」と記載）に対する患者・がん体験者の評価

を明らかにするとともに、修正に向けたコメントと

追加体験談を収集することである。 

 

Ｂ. 研究方法 

 

ヒント集β版では、表１に示す16の症状について、

症状解説（医療者執筆）に加えて、①その症状によ

って仕事場面で困ったこと、②自分で工夫したこと、

③職場の配慮で助かったこと、④できればあればよ

かったこと、の４点を患者体験談からまとめて箇条

書きで記載した。さらに、「周囲とのコミュニケーシ

ョンに関する体験者の声」のセクションを作成し、

周囲に話すタイミング、話す内容、話す相手、話す

ときの工夫の一般論をまとめるとともに、①上司・

同僚・顧客に病名や病状を伝えるヒント、②自分の

働き方の希望を伝えるときのコツ、③社内の産業保

健スタッフとの連携、④主治医とのコミュニケーシ

ョン、⑤自営業者の声、の５点について、患者体験

談を箇条書きにして紹介した。 

平成 28 年度も、同年度「患者・市民パネル」の協

力を得て、ヒント集β版への感想を質問するアンケ

ート１（資料）と、平成 28 年度に新たに「患者・市

民パネル」メンバーとなった方の場合は症状と対応

を収集するアンケート２（資料）を実施した。アン

ケート２は、平成 27 年度実施アンケートでその他の

症状に挙げられたものを加えて、49の症状について、

①その症状によって仕事場面で困ったこと、②症状

で困った期間、③困ったことに対して自分で工夫し

たこと、④困ったことに対して職場の配慮で助かっ

たこと、⑤職場からもっとほしかった配慮の５点を

質問した。 

研究チームからパネルメンバーへの調査協力依頼

状は、事務局からパネルメンバーメーリングリスト

を経由して送信された。調査チームは協力意思を示

したパネルメンバーにあてて、アンケート１（平成

28 年度からのパネル参加の場合はアンケート２も）

を個別に送信した。調査協力者は、メールかファッ

クスのいずれかでアンケートを事務局に返信した。 

 

＜倫理面への配慮＞ 

 「患者・市民パネル」への調査協力を依頼する際

は、国立がん研究センターがん対策情報センター「患

者・市民パネル」パネル事務局に研究計画書を提出

して承認を得た。また、調査協力依頼状には研究協

力は任意であることを明記し、協力意思のある者は

直接研究チームに連絡することとした。アンケート

２の末尾で、「いただいたコメントの内容によって

は、個別により詳しいお話を伺う場合がございま

す。追加取材にご協力いただけますでしょうか？」

と質問し、追加取材への協力意思がある場合は、氏

名・電話番号・メールアドレスを明記するよう依頼

した。アンケート調査協力者から提示された連絡先

情報は、電子媒体に記録し、部内の鍵がかかるロッ

カーに保管した。 

 

Ｃ．研究結果 

 

 パネルメンバー100 名のうち、調査に参加意思を示

した 51 名にアンケートを送信し、44 名から返信を得

た。 

１ ヒント集β版への感想 

① がん患者に紹介したい程度 
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ぜひ紹介したい 32 名（72.7％）、やや紹介したい

11 名（25.0％）、どちらでもない 1名（2.3％）、あま

り紹介したくない、全然紹介したくないは０名であ

った。 

 

② 就労場面での対応に役立つ程度 

とても役に立つ 20名(45.5%)、やや役に立つ 22名

(50.0%)、どちらでもない 1名（2.3％）、あまり役に

立たない 1 名（2.3％）、全然役に立たない０名であ

った。 

 

③ がん患者のニーズ合致度 

とても合致している 21 名(47.7%)、やや合致してい

る 20 名(45.5%)、どちらでもない 1 名（2.3％）、あ

まり合致していない 2 名（4.5％）、全然合致してい

ない０名であった。 

④ 改善点（自由記述） 

全体的な改善点としては、タイトル（想定読者を

示す、前向きなタイトルにする等）、レイアウト（文

字が多い、イラストが欲しい、色使いを検討してほ

しい等）、内容（体験談を寄せた人や職場の背景が知

りたい、事例が少ない、専門家のアドバイスもある

と良い、内容の記述が物足りない等）、等の意見が寄

せられた。 

 

２ 症状体験談の追加収集 

32 名がアンケート２に回答した。図１に、就労時

に妨げになった症状選択者数を示す。49 症状のうち、

選択者がもっとも多かったのは「だるさ・疲れやす

さ」22名、次いで「気分の落ち込み」18名、「脱毛」

「記憶力・集中力の低下」各 11 名、「手術部位の痛

み」「ほてり・のぼせ」各 8名等の順であった。 

その他の症状として、「幻肢痛」「重いものが持て

ない」「末梢神経障害」「ダンピング症候群」「舌のし

びれ」「ばね指」「激しい便秘」「筋力低下」が挙げら

れた。 

 

Ｄ．考察 

 

患者・市民パネルメンバー44 名の協力を得てヒン

ト集β版への評価を行った。同 32 名を対象として、

追加症状の収集を実施した。 

ヒント集β版の評価については、「がん患者にぜひ

/やや紹介したい」97.7%、「就労場面での対応にとて

も/やや役立つ」95.5%、「がん患者のニーズにとても

/やや合致している」93.2％であり、高い評価が得ら

れた。その一方、多くの改善点も指摘された。 

現在、指摘された改善点や追加収集をした症状を

もとにした内容改定を実施中である。 

 

Ｅ．結論 

 

 患者・市民パネルメンバー44 名の協力を得てヒン

ト集β版への評価を行った。同 32 名を対象として、

追加症状の収集を実施した。その内容を活かして正

式版を公開予定である。 

 

Ｆ．研究発表 

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願･登録状況 

なし 
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図１ アンケート２ 就労時に妨げになった症状別選択者数 (N=32) 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」の普及に向けた 
企業向け研修プログラム立案と教材開発 

 

 

研究代表者 高橋 都 

国立研究開発法人国立がん研究センター  

がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長  

 

 
分担研究者 
西田豊昭 中部大学経営情報学部経営学科 准教授 
 
研究協力者 
柴田喜幸 産業医科大学 産業医実務研修センター 准教授 
赤羽和久  名古屋第二赤十字病院乳腺外科 副部長 
 

 

研究要旨： 

【目的】平成 28 年 2 月に厚労省が公開した「事業場における治療と職業生活の両立支援
のためのガイドライン」（以下、ガイドラインと記載）を全国の企業に周知・普及させる
ための研修を立案し、その教材を作成することである。 
【方法】平成 27 年度に立案・実施した一日研修を元に、ディープ・アクティブラーニン
グ手法を用いた約２時間の研修プログラムを立案した。広島県内企業関係者を対象にし
て、研究班関係者が講師となって周知研修の feasibility を確認し、同プログラムを用い
て、全国展開時に講師となる予定の労働者健康安全機構両立支援促進員を対象としたトレ
ーナー研修を実施した。 
【研修内容と評価】両立支援促進員対象研修のプログラムは①講話（背景と全体像）、②
前提の理解（ガイドライン内容を互いに教え合うペアワーク）、③両立支援を行うための
環境整備（自社の状況評価と改善案作成）、④両立支援の進め方（ミニケースを用いた両
立支援プランの立案）、⑤質疑・まとめで構成された。広島県内企業関係者を対象とした
評価（５点満点）は、研修の全体的満足度 4.5±3.5 点、役立ち度 4.2±2.3 点、活用しよ
うと思う程度 4.1±2.1 点であった。両立支援員向け研修の内容については、2016 年 8月
9 日のパイロット研修の経験を反映して、レッスンプラン・投影用スライド（講師用説明
テキストつき）・受講者用テキスト・受講者アンケートの４点の教材から成る研修パッケ
ージを作成し、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課に提出した。 
【結論】ガイドラインの周知・普及に向けた企業向け研修プログラム（トレーナー研修）
を立案し、教材を作成した。今後、本教材を用いた企業向けガイドライン周知研修の全国
展開が期待される。 
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Ａ．研究目的 
 
平成24年度から始まった国の第２期がん対策推進
基本計画の「分野別施策と個別目標」に「がん患者
の就労を含めた社会的な問題」への対応が掲げられ
て以来、都道府県レベルや労働行政の取り組みが急
速に広がっている。この国策を受けて、都道府県レ
ベルや労働行政の取り組みが急速に広がっている。 
平成 28 年 2 月には厚労省から「事業場における治
療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」（以
下、ガイドラインと記載）が公表され、事業場が、
がんや脳卒中などの疾病を抱える従業員に対して適
切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療
と職業生活が両立できるようにするための取組がま
とめられた。 
 本研究の目的は、ガイドラインを全国の企業に普
及させるための周知研修を立案し、その教材を作成
することである。 
 
Ｂ. 研修内容と評価 
 
ガイドライン周知に向けて立案した研修プログラ
ムは、まず研究班関係者が講師となり、広島県内企
業を対象としたプレ研修を実施し、その実施可能性
を確認した。プレ研修は、広島県健康福祉局 医療・
がん対策部との共催で行った。次いで、研修の全国
展開時に講師となる、労働者健康安全機構の両立支
援促進員を対象として、ガイドライン周知に向けた
トレーナー養成研修を実施した。トレーナー養成研
修は、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
からの依頼を受け、独立行政法人労働者健康安全機
構産業保健課・産業保健業務指導課が実施する「平
成 28年度両立支援促進員会議」のプログラムとして
実施した。 
 
（１）広島県内企業を対象にした、ガイドライン理
解セミナーの企画・実施について 
 
平成２７年度に実施した企業向け一日研修プログ
ラムを元に、ガイドラインの内容周知に重点を置く
約２時間プログラムを立案した。 
① 受講者概要：広島県チームがん対策ひろしま（以
下 TGH）の登録企業等の人事・労務・厚生部門 
の方。22名 
② 日時：平成 28年 8月 4日 13時半～16時 
③ 会場：サテライトキャンパスひろしま 502大講
義室（広島県広島市） 
④ 実施理由：企業・団体の両立支援促進の一環と
して、当該ガイドラインの理解を深める 
⑤ 研修目標： 
1) 両立支援の背景、意義、留意事項を説明できる 
2) 両立支援の準備における自社の現状と改善候
補・改善案を記述できる（他の受講者との情報

交換も含む） 
3) 両立支援のニーズが発生した時のために、本ガ
イドの主な内容を把握し、人事がすべき事項（情
報収集、支援プランの作成）を体験する 

4) 評価方法： 
研修の満足度、役立度、活用しよう度（いずれも 5
件法,5点満点）ほか。 
※アウトカム評価、個人の作業内容・実施能力評価
今回は行わなかった。 
 
⑥ 研修プログラム（表１参照） 
 
⑦  評価結果（抜粋） 
 ５件法による評価（n=21） 
 

a) 研修の全体的満足度：  
平均＝4.5、標準偏差＝3.0 

自由記述 
・ 進行方法が，とても面白かったし，ためになりま
した。－１点は，もう少し時間が欲しい気がしま
した。 
・ ワークを通じて，分かりやすかったです。 
・ 初めて知ることばかりで，気付かされることばか
りで，新たな知識となったため。 
・ 会社で遅れている（急がれる）事項・制度であっ
た。 
・ 具体的なワークができて，イメージができた。と
ても納得感があるセミナーでした。 
・ 早期発見等の取り組みは出来ていたが，両立支援
の取り組みを今後，積極的に取り組んでいく事が
必要だと感じました。 
・ 実例をもって勉強をさせていただいた。セミナー
だけでは，これほど理解できなかった。 
・ 各社状況が違い，担当者も詳しい人もいれば，そ
うでない方もいる。設問・進み方難しかった。 
・ 正論は理解するが現場（企業側）はリスクを極力
最小限にしたいところ。  

など 
 

b) 役立度：  
平均＝4.2、標準偏差＝2.3 
 

c) 活用しよう度：  
平均＝4.1、標準偏差＝2.1 

 
（２）全国の両立支援研修講師を対象とした、「ガイ
ドライン理解セミナー（企業・人事向け）」の講師養
成研修会の立案・実施 
 
（１）の研修内容を講師として伝達できる人材養成
を目的として、講師養成研修を立案した。 
① 位置づけ： 
独立行政法人労働者全国安全機構 全国両立支援
促進員会議の１プログラム。労働者全国安全機構が
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全国で実施する「ガイドライン周知企業向け研修」
の講師となる両立支援促進員が、適切かつ円滑にガ
イドラインを周知するための研修を立案すること。 
② 受講者概要： 
同機構両立支援促進員及び事務局等 約 100 人
（最終受講者は、全国各地の規模業種さまざまな企
業団体の人事担当者等） 
③日時：2016年 8月 9日 9:30～12:30 
④会場：フクラシア東京ステーション（東京都千代
田区） 
⑤実施理由：企業業・団体の「両立支援」促進の一
環として、当該ガイドラインの理解を深める
    
⑧ ゴール： 
1) このガイドラインの前提となる考え方・情報を、
資料を見ながら 3分程度で説明できる 

2) 両立支援に関する自社の準備状況を確認し、担
当者としての改善案の立案体験をする 

3) 事例と様式例を用いて、支援案の立案体験をす
る  
 
⑦評価方法：※個人の作業内容・実施能力は評価し
ない。 
⑨ 研修プログラム（表２参照） 
 
Ｃ．結論 
 
 ガイドラインの全国周知に向けて、企業向け研修
と、その研修内容を伝達するための講師養成研修の
２種を立案した。両研修ともに、実施可能性が確認
された。 
両立支援員向け研修（後者）については、2016年

8 月 9 日のパイロット研修の経験を反映して、レッ
スンプラン・投影用スライド（講師用説明テキスト
つき）・受講者用テキスト・受講者アンケートの４点
の教材から成る研修パッケージを作成し、厚生労働

省労働基準局安全衛生部労働衛生課に提出した。今
後、本教材を用いた企業向けガイドライン周知研修
の全国展開が期待される。 
 
Ｆ．参考文献 
 
1. 広島県健康福祉局がん対策課：経営者の皆様だか
らできること．2014 

2. 蒋 妍 , 溝上 慎一：学生の学習アプローチに影
響を及ぼすピア・インストラクション－ 学生の
授業外学習時間に着目して．日本教育工学会論文
誌 38(2), 91-100, 2014 

3. 松下佳代：アクティブで深い学びのための仕組み．
第 84回京都大学高等教育研究開発推進センター
公開研究会「ピア・インストラクションによるア
クティブラーニング」：v2-5，2012 

4. 松下佳代ら：「ディープ・アクティブラーニング」
勁草書房，2015年 
 
Ｇ．研究発表 
 
なし 
 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
 
なし 
 
＜添付資料＞ 
資料１ 人事向け「両立支援ガイドライン理解セミ
ナー」レッスンプラン 
資料２ 同セミナー 進行資料（スライド）（講師用
説明テキストは割愛） 
資料３ 同セミナー 受講者用テキスト 
資料４ 同セミナー 受講者アンケート 
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表１ 広島県内企業対象ガイドライン理解セミナー研修プログラム 

 

オリエンテーション 

主催者挨拶 

広島'労働局からの、ガイドラインの背景と概要説明 

産保センターによる事業内容の説明 

拠点病院相談支援センターからの説明 

講話 本研修の進め方、ガイドの構成 

前提の理解 

（ペアワーク） 

①両立支援を巡る状況 

②位置づけと意義 

③留意事項 

①～③まとめ 

両立支援を行うための 

環境整備 

（実施前の準備事項） 

シート記入 

改善案の紹介や、阻害要因などのアイデア交換 

両立支援の進め方 
ミニケースを用いて、両立支援プランを立案してみる 

（ガイド p16 の記入体験） 

質疑、アンケート記入   

 

 

 

表２ 両立支援促進員対象「ガイドライン理解セミナー（企業・人事向け）」講師養成研修会プログラム 

 

※下記の事項を、「企業向け研修」の実演と、その際の講師としての留意点の説明を交互に行う 

 

講話 背景と全体像 

前提の理解 
（ペアワーク） 

§1 両立支援を巡る状況 
§2位置づけと意義 

§3留意事項 

§1～3 まとめ 

両立支援を行うための環境整備 
（実施前の準備事項） 

自社の状況評価と改善案作成 

両立支援の進め方 
ミニケースを用いて、両立支援プランを立案してみ
る 
（ガイド p16 の記入体験） 

質疑、まとめ   
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

がん治療スタッフ向け「治療と職業生活の両立支援ガイドブック」の開発 
 

 

研究代表者 高橋 都 

国立研究開発法人国立がん研究センター  

がん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長  

 

 
 
分担研究者 
森 晃爾  産業医科大学 産業生態科学建久所産業保健経営学 教授 
錦戸典子  東海大学健康科学部看護学科 教授 
 
研究協力者 
平岡 晃  国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部 外来研究員 
古屋佑子  国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部 外来研究員 
赤羽和久   名古屋第二赤十字病院乳腺外科 副部長 
立石清一郎 産業医科大学 産業医実務研修センター 講師 

研究要旨： 

【目的】本研究の目的は、がん治療に携わる医療者が、病気になっても就労を継続したい
と希望する患者を支援するときのポイントについて、職場に意見書を提出する際の留意点
も含めて、参照できるガイドブックを作成することである。 
【方法】がん治療に携わる医師１０名のヒアリングから得られた意見を反映してガイドブ
ック作成ワーキンググループが目次案を作成し、それをヒアリング協力医に提示して最終
案とした。 
【結果】総論と各論３章からなるガイドブックを作成した。各論は、１章「医療者が知っ
ておきたい就労の基礎知識」、２章「医療現場でできる就労支援の具体的なかたち」、３
章「主治医と職場の情報教諭のヒント」から構成され、１６個の Q&A と７個のコラムを収
載した。 
【考察】本ガイドブックは、がん治療医を対象とした研修等における教育資材としての活
用が期待される。 
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Ａ．研究目的 
 
平成 28 年 2 月に厚生労働省から公開された「事
業場における治療と職業生活の両立支援のための
ガイドライン」
（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365
.html）では、職場関係者と主治医が、働く患者の
医療情報を共有することの重要性が強調されてい
る。また、同年 12月には改正がん対策基本法が国
会で可決され、「事業主の責務」として、労働者が
がんになっても雇用継続に向けた配慮をすること
が努力義務として明記された。今後、主治医が職場
関係者から患者の医療情報や職場における配慮の
あり方などについて意見を求められる機会が増え
ることが予想される。しかし、具体的に職場に向け
た情報提供のあり方について治療医が参照できる
資材はきわめて少ない。 
本研究の目的は、がん治療に携わる医療者が、病
気になっても就労を継続したいと希望する患者を
支援するときのポイントについて、職場に意見書を
提出する際の留意点も含めて、参照できる資材を作
成することである。 
 
Ｂ. 研究方法 
 
1.ガイドブックの方向性と目次案の検討 
まず、産業医、産業看護職、がん治療医、両立支
援研究者からなるワーキンググループを構成し、医
療者向けガイドブックの方向性や収載するべき内
容についてブレインストーミングを実施した。その
結果、 
・ いきなりすべてのがん治療スタッフに届かな
くても、一部の問題意識が高い医療者が手に取
るような内容を目指す。 
・ 就労支援のチーム研修の副読本を目指す。 
・ そもそも労働契約とは何かということも含め、
事業場が前提とする内容も治療スタッフに伝
える必要がある。 
・ 意見書の具体的な書き方も収載したほうがよ
い。 
・ 治療スタッフ、特に医師が、意見書作成を含め
た就労支援について、具体的に何に困り、どの
ようなツールを望んでいるか、把握することが
必要である。 
等の意見が得られた。 
 
2.治療医ヒアリング 
1.のブレインストーミングに基づき、１０名のが
ん治療医に３０分程度の個別ヒアリング（面談・メ
ール・電話）を実施し、患者の就労に関する基本的
スタンス、働くときの留意事項として普段から伝え
ていること、復職診断書や就労に関する主治医意見
書（診療情報提供書を含む）を書いた経験と書き方、

診断書や意見書を出す際の懸念事項、患者の就労支
援に向けてほしいツールや研修等を聴取した。 
 
3.ガイドブック目次案の作成と執筆 
治療医ヒアリングの内容を活かしつつ、ワーキン
ググループでガイドブックの目次案を作成した。そ
の目次案をヒアリング協力医に提示し、コメントを
収集した。 
最終的な目次案に基づいてワーキンググループ
が分担して各章を執筆し、互いに内容を確認して修
正し、最終稿とした。 
 
＜倫理面への配慮＞ 
 ヒアリング協力医の面談内容は文字化して電子
媒体に記録し、鍵がかかるロッカーに保管した。 
 
 
Ｃ．研究結果 
 
 医師ヒアリングを経て、最終的に両立支援に関す
る総論と各論３章からなる目次を資料に示す。各論
は、１章「医療者が知っておきたい就労の基礎知識」、
２章「医療現場でできる就労支援の具体的なかた
ち」、３章「主治医と職場の情報教諭のヒント」か
ら構成され、１６個の Q&A と７個のコラムを収載し
た。 
 
Ｄ．考察 
 
今後、本ガイドブックは、がん治療に携わる医療
者を対象とした就労支援研修等における教育資材
としての活用が期待される。また、患者の治療と職
業生活の両立支援における医療現場と事業場の連
携は、がん以外の疾患においても不可欠であるため、
本ガイドブックは、がん以外の私傷病の治療を担当
する医療者教育への活用も可能と考えられる。 
 
Ｅ．結論 
 
 がん治療に携わる医療者に向けて、「治療と職業
生活の両立支援ガイドブック」を作成した。本ガイ
ドブックは、がんをはじめとする私傷病を持つ患者
の就労支援に向けた医療者教材としての活用が期
待される。 

 
Ｆ．研究発表 
 
1. 高橋 都：事業場向け両立支援ガイドラインが
「現場」に求めること. 第 64 回日本職業・災
害医学会学術大会 仙台 2016.10.23 
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Ｇ．知的財産権の出願･登録状況 
 
なし 

 
 

＜添付資料＞ 
資料１ ガイドブック表紙 
資料２ ガイドブック目次 
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両立支援ガイドブック_目次画像予定 完成版待ち 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

良好事例からみた中小企業における「がん治療と就労の両立支援」 
のあり方と両立支援ツールの開発 

 

 

研究分担者 錦戸典子 

東海大学大学院健康科学研究科看護学専攻 教授 

 

 

研究協力者 
 佐々木美奈子 東京医療保健大学医療保健学部 教授 
 伊藤美千代 東京医療保健大学医療保健学部 講師 
 吉川悦子 東京有明医療大学看護学部 講師 
 渡井いずみ 名古屋大学大学院医学系研究科看護学専攻 准教授 
 須藤ジュン 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 保健師 
 安部仁美 OH コンシェルジュ(株) 保健師 

研究要旨： 

中小企業において、がんと診断された労働者の就労支援に役立った工夫や対策を良好事
例として収集し、中小企業での「がん治療と就労の両立支援」のあり方を明らかにすると
ともに、両立支援を促進するための支援ツールを開発することを目的に研究を実施した。 
 平成 26 年度の東京都「がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組を行う企業表彰事
業」表彰企業、および平成 27 年度の東京都「職域連携がん対策支援事業」取組み企業の
うち、研究協力承諾を得た 7社の経営者または人事労務担当者を対象としたインタビュー
を実施した。分析の結果、中小企業における両立支援のあり方として、社員の健康を重視
する社長の方針が明確で経営理念や社是にも明示するなどの「健康重視の社長方針と経営
理念の周知」、本人・家族が病気になっても互いに支え合う社員同士のつながりやコミュ
ニケーションを強化する「職場での相互支援・コミュニケーションの促進」、通院、体調
管理に必要な休みの取りやすさや、特別休暇・費用補助によるがん検診の受診奨励などの
「休暇取得とがん検診受診の奨励」、短時間勤務や軽作業への配置転換など体調に無理の
ない働き方を調整する「勤務時間と勤務内容の柔軟な工夫」、上司や人事労務担当者が無
理のない働き方について相談にのり制度情報などを提供する「上司・人事労務担当者によ
る細やかな相談対応」、外部の医療専門職に両立支援に関する相談をするなどの「外部資
源との連携や情報の活用」の 6つの大カテゴリーが抽出された。 
 上記の研究結果に基づき 6領域 24 項目から構成される中小企業向けのがん治療と就労
の両立支援度チェックと、支援の重要性に関する解説や改善ヒントからなる支援ツールを
開発し、研究班のウェブサイトに公開した。他に、支援ツールのアプリ版についても企画
検討を行い、今後に向けた示唆を得た。これらの支援ツールを中小企業におけるがん治療
と就労の両立支援の普及推進の一助としていきたい。 
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Ａ. 研究目的 
 
中小企業において、がんと診断された労働者の就
労支援に役立った工夫や対策を良好事例として収集
し、中小企業での「がん治療と就労の両立支援」の
あり方を明らかにするとともに、両立支援を促進す
るための支援ツールを開発する。 
 

Ｂ. 研究方法 
 
1. 良好事例を持つ中小企業へのインタビュー 
1)研究対象者、およびリクルート方法 
良好事例を持つ中小企業として、平成 26 年度の東
京都「がん患者の治療と仕事の両立への優良な取組
を行う企業表彰事業」表彰企業、および平成 27 年度
の東京都「職域連携がん対策支援事業」取組み企業
を対象とすることとし、電話・メール・郵送等によ
り研究趣旨や倫理的配慮等について説明した上で研
究協力の承諾を得た 7 社の経営者または人事労務担
当者を対象とした。 
2) データ収集方法 
研究者１名が対象企業を訪ね、がんと診断された
労働者への職場での具体的な支援内容と工夫点・困
難点、および、両立支援のために必要なしくみや条
件などに関して、約 30分～50分の半構成的面接を行
った。同意を得てICレコーダーに録音するとともに、
1名が話の内容をできるだけ正確にメモした。必要に
応じてレコーダーの再生も行いながら、インタビュ
ー終了後できるだけ早期に、聞き取った内容を列記
する形の記録を作成した。 
3) 分析方法 
作成した聞取り記録をもとに、がん治療と就労の
両立支援にあたる内容に関するコードを作成し、そ
の共通性を見出してサブカテゴリー、カテゴリーを
抽出した。  
4) 倫理的配慮 
本研究は、東海大学健康科学部倫理委員会（第 16
－11 号）の承認を得て実施した。本研究への協力は
本人の自由意思に基づくこと、撤回可能であること
を説明した上で、文書での同意を得てインタビュー
を実施した。インタビューは研究協力者の都合に合
わせて日時を設定し、企業の会議室などプライバシ
ーの確保できる場所で行った。さらに研究協力者の
個人名・所属事業場名を匿名化した上で、記録・分
析を行った。 
 
2. 支援ツールの開発と妥当性の検討 
 支援ツールの開発、および妥当性の検討は、以下
の手順で行った。 
1)支援ツールの基本構成の検討 
 中小企業にがん治療と就労の両立支援の取り組み
を普及推進するのに役立つ支援ツールを目指して、

実際に支援ツールを活用する人、活用する場面につ
いて、産業保健師としての企業での実践経験を持ち、
がんと就労についての研究に取り組んできた6～7名
の研究者間で討議した。その上で、支援ツールの狙
いを焦点化して、支援ツールの基本構成の検討・作
成を行った。 
2)アプリ版の企画・検討 
 まだ関心のない人々にも情報を効果的に伝えるた
めの媒体として、携帯アプリとしての支援ツールの
企画・検討を行った。企画にあたっては、携帯アプ
リ開発に携わる業者からコンサルを受け、メールや
対面で研究者と業者との数回のセッションを経て、
アプリ版の支援ツールの企画書を作成した。 
3)ホームページ版の企画・作成 
 研究班のウェブサイトに掲載し広く両立支援の普
及推進に資するため、ホームページ版の支援ツール
の企画・開発を行った。 
4)妥当性の検討 
支援ツールの基本構想、アプリ版企画、ならびに
ホームページ版についての妥当性・普及可能性を検
討するために、中小企業の経営者・経営学研究者 5
名に企画内容を説明し、内容のわかり易さや妥当性、
普及可能性、留意すべき点などについての意見を述
べてもらった。 
また、中小企業の人事労務担当者のうち協力を得
られた 10名に、ホームページ版支援ツールの構成を
提示し、使いやすさや分かりやすさ、参考になった
かなどの意見を聴取した。 
 
Ｃ. 研究結果 
 
1. 良好事例を持つ中小企業へのインタビュー結果 
7 企業にインタビューを実施した。すべて従業員規
模 300 名未満であり、7企業の業種は、製造業 2社、
運輸業 2 社、商社 1 社、総合建設業 1 社、サービス
業 1 社であった。実際にがんと診断された労働者の
個別事例があり治療と就労の両立支援を実施してい
る企業が 5 社、個別事例はないが職場としての取り
組みが見られる企業が 2 社であった。企業ごとのイ
ンタビュー結果を表 1に示す。 
 表１の各企業事例に見られるように、がん治療と
就労の良好な両立支援事例をもつ中小企業において
は、規則や制度がなくてもがん治療を要する社員の
体調と治療に応じて、柔軟な対応ができていること、
その基盤には、互いに支え合いながら業務を遂行す
る風土が存在すること、経営者が、自ら社員の健康
や日常生活についても親身に考えていること、さら
に、大企業と違い、経営者や人事労務担当者が一般
社員と近い存在にあり、一般社員と接する機会が多
くあることなどが示された。 
7 企業から得られたコードをもとに質的な分析を
行った結果を表 2 に示す。中小企業における両立支
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援のあり方として、32 の小カテゴリー、24 の中カテ
ゴリー、および 6つの大カテゴリーが抽出された。  
1 つ目の大カテゴリーとして、社員の健康を重視す
る社長の方針が明確で経営理念や社是にも明示する
などの「健康重視の社長方針と経営理念の周知」が
得られた。2つ目として、本人・家族が病気になって
も互いに支え合えるよう社員同士のつながりやコミ
ュニケーションを強化する「職場での相互支援・コ
ミュニケーションの促進」の大カテゴリーが抽出さ
れた、3つ目としては、通院等のための休みの取りや
すさやがん検診のための特別休暇・費用補助による
受診奨励など「休暇取得とがん検診の奨励」が挙げ
られた、4つ目の大カテゴリーとして、短時間勤務や
軽作業への配置転換などの対応を柔軟に行う「勤務
時間と勤務内容の柔軟な工夫」が得られた。5つ目と
しては、上司や人事労務担当者が体調に合わせた無
理のない働き方について相談にのり情報提供するな
どの「上司・人事労務担当者による細やかな相談対
応」の大カテゴリーが抽出された。最後に、6つ目の
大カテゴリーとして、両立支援に関する情報を得て
外部の医療専門職に相談するなどの「外部資源との
連携や情報の活用」の大カテゴリーが得られた。 
最も多くのコード数が得られたのは、「社長の方針
と経営理念」や「職場の雰囲気・コミュニケーショ
ン」など、経営者から発信するメッセージや職場の
雰囲気やコミュニケーションに関する語りであった。
次に多かったのが「休暇の取得やがん検診の奨励」、
「勤務時間と内容の工夫」、「上司、人事労務担当者
の対応」などのがんと診断された労働者の職場調整
に関する内容であった。一方、「外部資源との連携や
情報の活用」に含まれるコード数は、極端に少なか
った。 
 
2. 支援ツールの開発と妥当性の検討 
1)支援ツールの基本構成 
 研究者間のディスカッションにより、がん治療と
就労の両立支援を中小企業にも普及推進していくた
めの支援ツールのターゲットを、経営者と人事労務
担当者とすることとした。支援ツールの活用場面・
目的としては、経営者・人事労務担当者の「両立支
援」に関する関心を高め、職場で出来ることから取
り組むことを促進・支援するツールとすることに焦
点化した。 
 支援ツールの基本構成として、両立支援度の自己
チェックと結果表示ができる診断ツールと、判定結
果の説明や改善ヒントなどの情報提供ツールを組み
込むこととした。 
(1)両立支援度チェック(6 領域 24 項目)と結果表示
（レーダーチャート） 
両立支援度チェックに関しては、企業へのインタ
ビュー結果から抽出された 6つの大カテゴリーと 24
の中カテゴリーを参考に、両立支援に関連の高い 6
領域 24 項目の質問項目を作成した。 

両立支援度チェックは、1領域あたり 4項目とし、
各質問項目に対し、“はい”（1 点）、あるいは“いい
え”（0点）で回答する形式とし、各領域の 4項目の
合計点が 0点～4点となるようにした。 
診断結果の表示方法として、視覚的に自分の企業
（職場）の強みや課題が一目で把握できるよう、レ
ーダーチャートを用いることとした。 
(2)解説と改善ヒント 
レーダーチャートの結果をもとに、各企業が今後
どのような改善対策をとったら良いかのヒントを得
られるよう、各々の領域名をクリックするとそれぞ
れの領域の詳しい解説と改善ヒントにジャンプでき
る仕様とした。領域毎の改善ヒントに関しては、よ
り具体的かつ実践的に内容が伝わるよう、行動表現
（アクション・フレーズ）で作成した。 
(3)基本構成に関する妥当性の検討 
＜専門家の意見に基づく妥当性の検討＞ 
経営者、および、経営学研究者 5 名から以下の意
見が挙げられた。両立支援度の自己チェックと改善
ヒントからなる基本構成については、事業所関係者
の関心を得やすく妥当と思われる。支援ツールの内
容・表現については、全般に明快で分かりやすい。
ターゲットが経営者・人事労務担当者なのか、一般
社員なのかで内容の表現や言い回し、質問の順序を
工夫する必要がある。若手の一般社員にも使っても
らうなら、「もし私が”がん”になったとしたら？」
という視点で支援ツールを作ることが望ましい。経
営者や人事労務担当者向けの支援ツールとするなら、
「社長の方針と経営理念」から始まる今回の質問項
目の順序や内容は適当と思われる。解説や役立つヒ
ントの情報量が多いが、アプリやホームページで展
開する時に、必要な情報だけを見られるような工夫
をすれば、飽きずに実施してもらえると思う、など
の意見であった。 
 支援ツールの普及のためには、人事労務担当者や
経営者がよく使うサイトに情報を載せること、経団
連、社労士やハローワークなど、対象が多く集まる
場所や機会を活用し広報していくのがよいと思われ
る。更に妥当性を検討していく場合は、支援ツール
も経営者側と一般社員側の両者の視点から分析する
必要があるとの意見が挙げられた。 
＜中小企業の人事担当者へのアンケートを基にした
妥当性の検討＞ 
10 社から回答が得られた。両立支援度チェックが
使いやすく分かりやすいと答えた企業が10社中7社
であった。自由記載欄には、企業理念に健康を入れ
るという発想がなかったが良い気づきとなったこと、
具体的で分かりやすいこと、などの意見が書かれて
いた。支援ツール全般に関して理解できた、および、
まあまあ理解できたと答えた企業は、4社中 3社であ
った。 
2)アプリ版の企画と検討 
 アプリ版の企画詳細について、資料 1 に示す。ス
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マートフォンで使用できるアプリを開発することに
より、経営者や人事労務担当者だけでなく、より幅
広く一般社員にもターゲットを拡げることができる。
場所を選ばず、いつでも気になった時に簡単に飽き
ずに楽しみながら自職場の両立支援度をチェックし
て、身近な職場や企業における強みや課題を診断で
き、気づきを促すことができるツールである。改善
に向けての具体的なヒントも得やすい構成となって
いる。 
(1)両立支援度チェック（6領域 24項目）の 
各領域にはミニ解説が同時に表示され必要性が確認
できる。 
(2)両立支援度チェックの結果はレーダーチャート
として表示し、各領域・項目の解説や役立つヒント
へジャンプして情報が得られる。 
(3)メダルや認定証の付与など、ゲーム性を持たせ、
継続して楽しめる要素を取り入れた。 
＜専門家の意見に基づく妥当性の検討＞ 
 経営者および、経営学研究者からアプリ版の内容
に関する意見を聴取した結果、広く支援ツールを広
めるにはアプリ版の活用が効果的である可能性はあ
り、ターゲットが社員なら“ごほうび”、“メダル”
などを楽しめるかもしれない。一方、経営者や人事
労務担当者には返ってゲーム性が邪魔な機能で不要
と思われる。また、アプリ版は開発費用が高額であ
り、継続運用やメンテナンスを含め見積もる必要が
ある。企業に協賛いただくなどの工夫が必要と思わ
れる、などの意見が得られた。今後に向けて更に企
画を練る必要があることが示唆され、今回のアプリ
版開発は、企画段階までとした。 
3)ホームページ版の企画・開発と妥当性の検討 
 ホームページ版支援ツールの企画詳細を資料 2 に
示した。工夫したのは、 
(1)職場の両立支援度を実際にチェックすることが
できる。 
(2)両立支援度の診断結果がレーダーチャートで表
示され、強みと課題が一目でわかる。 
(3)6 領域それぞれに関して、重要性と改善ヒントの
情報を簡単に入手できる。 
(4)随時、各情報ページからレーダーチャートページ
に戻り、確認することができる。 
(5)診断結果、および、解説と改善ヒントがプリント
アウトできる。 
などの点である。自分たちの職場の両立支援度を実
際にチェックするところから始まり、強みと課題の
把握、改善ヒントなどの情報の入手が円滑にできる
よう配慮した。職場での情報共有と記録保存に便利
なように、診断日時を付した印刷機能も搭載した。
ホームページ版の画面サンプルを、資料 3に示す。 
＜専門家の意見に基づく妥当性の検討＞ 
経営者および、経営学研究者からの意見として、タ
ーゲットが経営者や人事労務担当者向けということ
であれば、両立支援ツールの内容や質問の順番はと

ても分かりやすいとのことであった。経営者や人事
労務担当者が多く集まるウェブサイトに情報を掲載
し、関連団体等を通じて啓発すると普及につながる
可能性が高いとの意見が寄せられた。 
＜中小企業の人事労務担当者へのアンケート結果に
基づく妥当性の検討＞ 
実際にウェブサイト上で支援ツールの試行ができ
るようになる以前に、17 ページほどになる紙面を送
付して意見を求めたこともあり、情報量が多く感じ
た、イラストや図をいれるなど工夫をしてほしい、
ホームページにした場合各領域からその解説や改善
ヒントにジャンプする機能が付けば見やすくなるな
どの意見があった。改善ヒントの内容については、
とても具体的で参考になる取り組み方法がわかった
との意見も寄せられた。 
以上の意見を踏まえて、ホームページ上の支援ツ
ールの操作性を向上させ、より分かり易い表現とな
るよう、繰り返し修正・調整を行って研究班のウェ
ブサイトに掲載した。 
 

Ｄ. 考察 
 
1. 企業へのインタビュー 
 インタビュー対象企業各社より、がん治療と就労
の両立支援の内容として、職場での具体的なコミュ
ニケーション、がん検診の奨励、休暇や労働形態の
工夫、相談体制等について多くの実践例が語られた。
がん治療と労働の両立支援には、半日休暇や時間休
暇制度などのしくみが必要と指摘されているが、良
好事例をもつ中小企業においては、規則や制度が無
くても、柔軟な支援が実践されていることが示され
た。それらの支援を実現できる背景として、特に経
営者の積極的な姿勢が大変重要であることも示され
た。中小企業の強みとして、経営者と社員の距離が
近く、家庭的な雰囲気のコミュニケーションが普段
から行われている場合が少なくない。がんと診断さ
れた社員が直面する困り事や心配事に対して、経営
者をはじめ、がんと診断された社員の直属の上司、
人事労務担当者が相談に応じ柔軟な対応をとってい
る事例や、職場の仲間同士が助け合い補完し合う事
例が多く語られた。中小企業での人材不足の現状、
特に専門性が高い代替要員の確保が困難な業界特有
の事情も背景にあることから、限られた人材を大切
にしたいという経営者・人事労務担当者の強い思い
があるように見受けられた。 
一方、「外部資源との連携や情報の活用」に関する
語りが極端に少なかったことからは、専門職への相
談ルートを知らない場合が多く、手探りで対応して
いる可能性が推測された。両立支援ガイドラインが
発表されたこと自体も特に中小企業では知られてい
ないこと、小規模企業になればなるほど産業医選任
の義務もなく産業保健専門職との接点がない実情が
ある。がんと診断された社員をどのように支援して
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いったらいいのかを相談できるルートや、主治医と
の連絡方法も知らないことが伺えた。がんに限らず、
社員が心身の病気に陥った際に、外部機関との連携
や情報活用が可能になるよう、中小企業への啓発活
動を強化する必要がある。具体的には、産業保健総
合支援センターや地域産業保健センター等の産業保
健専門職（産業医や産業看護職等）の役割や、医療
機関との連携方法等を経営者や人事労務担当者に知
らせ、企業外機関・専門職を積極的に活用してもら
うことが有用と考えられる。 
労働者の高齢化が進み、がんと診断される労働者
が増加傾向にある中、多くの労働者が規則や制度の
充実した大企業ではなく、中小企業で働いている現
状を鑑みると、本研究で得られた知見は、労働者の
健康確保のみならず労働力確保にもつながると考え
られる。経営者の意識の持ち方次第で、企業内での
両立支援のあり方が大きく変わることから、今後は
経営者への啓発活動を強化していくことが大変重要
になると考える。 
 
2. 支援ツールの開発と妥当性の検討 
 今回作成した支援ツールの基本構成については、
経営者や人事労務担当者向けとして適切であり、分
かりやすいとの意見が企業の人事労務担当者や経営
者、経営学研究者等から寄せられた。中小企業の経
営者・人事労務担当者向けの支援ツールとして、一
定の妥当性があると考えられた。今後は、経営者や
人事労務担当者がよくみるウェブサイトや各種団体
を通して啓発してくことにより効果的な普及が見込
めるなど、今後の両立支援の普及推進方策に関する
具体的なヒントが得られた。 
一般労働者を含むより多くの働く人々に支援ツー
ルを届けるためにはアプリ版の開発が期待される。
特に若い世代の一般社員が、自分の所属する会社（職
場）のがん治療と就労の両立支援について、場所を
選ばずゲーム感覚で楽しみながら振り返り、両立支
援に関する情報を得て意識を高めることが期待でき
る。しかし、経営者や人事労務担当者と、一般社員
の視点や意識には乖離もあるため、それぞれのニー
ズに適合した支援ツールを開発する必要があること
が示唆された。それぞれの内容構成や表示の仕方な
どについては更なる検討が必要と考えられる。  
治療と就労の両立支援ができる職場環境を実現す
るためには、がんと診断された社員だけでなく、働
くすべての人が両立支援に関心を持ち具体的で有益
な情報が簡単に得られる仕組みを作る必要性がある。
本研究の限界として、支援ツールに関して意見を聞
けた企業は産業保健活動に積極的に取り組んでいる
企業であり一般的な企業の意識からは偏りがあった
可能性が考えられる。ホームページ版支援ツールが
研究班のウェブサイトに公開されることにより、よ
り多くの企業関係者からも広く意見を得て、更に使

い易い改訂版を検討していきたい。 
 
Ｅ. 結論 
 
 本研究から、以下のことが明らかとなった。 
 
1.中小企業における良好事例から明らかになったが
んと就労の両立支援の内容として、「健康重視の社長
方針と経営理念の周知」、「職場での相互支援・コミ
ュニケーションの促進」、「休暇取得とがん検診の奨
励」、「勤務時間と勤務内容の柔軟な工夫」、「上司・
人事担当者による細やかな相談対応」、「外部資源と
の連携や情報の活用」の 6点が明らかとなった。 
 
2.中小企業で活用可能な、がんと就労の両立を普及
推進するための支援ツールとして、両立支援度チェ
ックおよび改善ヒントからなる支援ツールを開発し、
経営者や人事労務担当者の意見を得て妥当性を検討
した。ホームページ版とアプリ版について企画・検
討し、今回はホームページ版を研究班ウェブサイト
上に公開し、普及の一助とした。 
 
Ｇ. 研究発表 
 
1. 論文発表 
1) 吉川悦子、吉川徹：小規模事業場での適応を視
野に入れた職業性ストレス新改善支援ツールの
開発．産業精神保健．24（3）204-210.2016．  
2) 濱田麻由美、佐々木美奈子：がん患者の就労支
援．癌と化学療法．43（13），2473－2476,2016. 

2. 学会発表 
1) 須藤ジュン，錦戸典子：がんに罹患した労働者への支援に
おいて産業保健師が行うコーディネーション－支援時期別
の具体的内容とその特徴－．日本地域看護学会第19回学術
集会，2016年8月，栃木（平成27年度奨励論文賞受賞） 
2) 佐々 木美奈子：中小企業労働者の「がん」受療率：
患者調査結果に対する比率を指標とした高血圧
外来受療率との比較．日本産業看護学会第5回学術集
会，2016年11月，浜松 
3) 錦戸典子：治療と就労の両立を支援する心理社会的職場環
境づくりに向けてーがん就労者と同僚・上司の相互支援を
中心にーシンポジウム座長. 産業ストレス学会, 2016年11
月26日(土), 学術総合センター一橋講堂, 東京都千代田区 

4) 佐々 木美奈子：治療と就労の両立を支援する心理社会的職
場環境づくりに向けてーがん就労者と同僚・上司の相互支
援を中心にーシンポジウム, 支え合う職場づくりのために
～研修実施を通しての学び～, 産業ストレス学会, 2016年
11月26日(土), 学術総合センター一橋講堂, 東京都千代田
区 
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【資料３ 支援ツール HP版 画面サンプル】 
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厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

 分担研究報告書 

 

 

愛媛県におけるがん患者就労支援のための教育体制構築の試み 
 

 

青儀健二郎 国立病院機構四国がんセンター臨床研究センター 
閏木裕美 国立病院機構四国がんセンター患者・家族総合支援センター 
池辺琴映 国立病院機構四国がんセンター患者・家族総合支援センター 
清水弥生 国立病院機構四国がんセンター看護部 
宮内一恵 国立病院機構四国がんセンター看護部 
谷水正人 国立病院機構四国がんセンター内科 
柴田喜幸 産業医科大学産業医実務研修センター 
高橋 都 国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部 
 

 
Ａ．研究目的 
 
愛媛県の事業所状況として、従業員300人未満のい
わゆる中小企業が約9割を占め、従業員30人未満の事
業所は5.5割に上る。中小企業は、大企業に比べて経
営体力が乏しく、企業の質の維持と従業員への雇用
責任の調整が難しいことが予測される。さらに産業
医をはじめとする従業員のがん就労問題を支援する
体制が貧弱である現実もある。その一方で、経営者
や人事労務担当者が、がんに罹患した従業員に対し
て、より細やかな配慮や対応ができる可能性がある。 
そこで今回、愛媛県に経営母体があり、各店舗の
従業員状況が愛媛県の事業所状況と類似しており、
なおかつ従業員雇用に対する理解・配慮の深い企業
である明屋書店の協力を得て、愛媛県内の明屋書店
のブロック長・店長を対象とし、がんおよびがん患
者の就労支援に関する情報を共有し、就労支援協力
体制構築のためのセミナー企画を立ち上げた。 
セミナーの目的は講演及び映像教材を用いた情報
提供および小グループによるKJ法を用いたディス
カッションを行うことにより「考えるきっかけ作り」
を行い、企業内に就労支援に対する企業風土を作る

ことである。 
 
Ｂ．研究方法 
 
セミナーの内容としては、 

1.がんの統計およびがん患者の就労に対する国の政
策、およびがん患者の日常について講演を行う。 
2.「厚労科研がん対策推進総合研究事業高橋班」お
よび「長期にわたる治療等が必要な疾病を持つ求職
者に対する就職支援モデル事業」を含めたがん患者
の就労支援に関する四国がんセンターが関与する活
動を中心に、愛媛県における「がん患者の就労支援」
に関する活動の概要および医療機関の相談窓口につ
いて説明する。 
3.映像教材の使用により就労支援の実態を体験して
もらう。（東京都作成ビデオを使用） 
①イメージビデオ「がんと仕事の両立～もしも、職
場の誰かががんになったら～」 
②研修ドラマ「がん治療と仕事の両立～もしも、職
場の誰かががんになったら～」 
4. 小グループによるKJ法を用いたディスカッショ
ンを行うことにより、各店舗でがん患者の就労の問

研究要旨： 

がん患者の就労支援モデル構築の一助として、愛媛県内の企業のブロック長・店長を対
象に、がん及びがん患者の就労支援に関する知識学習の場とするとともに、がん患者の就
労支援の取り組みを組織内において考えることを目的とするセミナーを企画し、その実施
体制構築を試みた。 
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題点、具体的な対応内容について可能な限り情報交
換を行う。 
5．各グループからディスカッション内容について発
表を行い、情報共有を行うとともに、成果・問題点
を討議する。 
6．セミナーの内容についてセミナー前後に内容確認
質問を行うことにより、就労支援についての理解度
を確認する。 
 
このセミナーを2016年8月と同10月に、ブロック
長及び店長を対象に2回開催した。さらに愛媛県だけ
ではなく、近隣地域（九州、山口）のブロック長及
び店長を対象に複数回行う。最終的に就労支援に対
するスタッフのアウトカム解析のための評価セミナ
ーを開催し、まとめとする予定である。 
（倫理面への配慮） 
患者個人情報を直接扱わないので、人権侵害、プ
ライバシー侵害となる可能性はないが、就労支援の
事例を扱う際には、厚生労働省・文部科学省の定め
るところの臨床研究に関する倫理指針に準拠して研
究を行う。 
 
Ｃ．研究結果 
 
 本セミナーにより参加者は、以下のことが習得で
きる。 
・がん診療の動向および国のがん患者に対する就労
支援の取り組みについて知ることができる。 
・愛媛県の「がん患者の就労支援」に関する活動の
概要について知ることができる。 
・医療情報に関する相談窓口を知ることができる。 
・がん経験者が抱く思いについて知る(イメージする)
ことができる。 
 
また本セミナー後のアンケート調査から、上司（ブ
ロック長、店長）としてできる社員への現実的な就
労支援対策として、 
（本人に対して） 
・仕事内容の希望を聞く 
・病気の話を他のスタッフにするか確認し、対応方
法を検討する。 
・病院に可能な業務や業務の支障を確認し、業務内
容を調整する。 
（部下に対して） 
・本人に代わって病状の説明をする。 
・仕事のマネージメントをする。 
・定期的な勉強会でがんについて知識を深め、情報
を共有する。 
・仕事を分担して割り振り、協力を依頼する。 
・仕事の負担がないか確認する。 
・改善策を皆で検討する（増員の検討、役割分担、
改善策） 
（その他） 

・社会保障制度・就業規則の理解と、就業規則の改
定・見直しを行う。 
・本人・お客さんへの配慮（外見への支援）をする。 
・相談窓口の設置を行う。 
・緊急連絡網の確立・ブロック内でのヘルプ体制の
確立を行う。 
といった項目が参加者から挙げられた。 
今後は本形式でのセミナーをブラッシュアップし
ていき、愛媛県で就労支援を行う担当者に向け逐次
開催し、就労支援の一モデルとして確立を図る。 
 
Ｄ．結論 
 
がん患者における就労支援体制整備は重要かつ急
務である。支援事業を展開する具体的な方策の一つ
として、企業に対するセミナーを通じて、社会全体
が風土として就労支援問題を共有するとともに就労
支援体制の構築に努めたい。 

 
Ｅ．研究発表 
 
１．論文発表 
なし 
２．学会発表 
四国がんセンターにおけるがん患者の就労支援
体制構築と課題：国立病院機構四国がんセンター
臨床研究センター1)、同内科 2)、同患者家族総合
支援センター3)、国立がん研究センターがん対策
情報センターがんサバイバーシップ支援研究部 4)  
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都、第 1回日本がんサポーティブケア学会学術集
会、東京、2016/9/4. 
 

Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 
 
１．特許取得 
なし 
２．実用新案登録 
なし 
３．その他 
なし 
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